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差異理由表 

No. 差異理由 

① 
・設計進捗による差異（安全避難通路等について，6 号機設計が進捗したことにより適合性を示す設備が確定したため，「6,7 号機共

用」を追記。なお，7号機設工認の適合性には影響はない） 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針） 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針）－ 1 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

島根原子力発電所第 2号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

  2.2 津波による損傷の防止 2.2 津波による損傷の防止  

   原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の基本

設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針に基

づく設計とする。【6条】【51 条】 

 

 原子炉冷却系統施設の津波による損傷の防止の基本

設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針に基

づく設計とする。【6条】【51 条】 

 

・差異なし 

 3. 火災 3. 火災  

 3.1 火災による損傷の防止 3.1 火災による損傷の防止  

   原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基本

設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基

づく設計とする。【11 条】【52 条】 

 

 原子炉冷却系統施設の火災による損傷の防止の基本

設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基

づく設計とする。【11 条】【52 条】 

 

・差異なし 

 4. 溢水等 4. 溢水等  

 4.1 溢水等による損傷の防止 4.1 溢水等による損傷の防止  

  原子炉冷却系統施設の溢水等による損傷の防止の基

本設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針に

基づく設計とする。【12 条】 

 

 原子炉冷却系統施設の溢水等による損傷の防止の基

本設計方針については，浸水防護施設の基本設計方針に

基づく設計とする。【12 条】 

 

・差異なし 

 5. 設備に対する要求 5. 設備に対する要求  

 5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備 

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備 

 

 5.1.1 通常運転時の一般要求 5.1.1 通常運転時の一般要求  

 (1) 設計基準対象施設の機能 (1) 設計基準対象施設の機能  

  設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原子

炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき，かつ，運転時

の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固有の出

力抑制特性を有するとともに，発電用原子炉の反応度を

制御することにより，核分裂の連鎖反応を制御できる能

力を有する設計とする。【15 条 1】 

 

 設計基準対象施設は，通常運転時において発電用原子

炉の反応度を安全かつ安定的に制御でき，かつ，運転時

の異常な過渡変化時においても発電用原子炉固有の出

力抑制特性を有するとともに，発電用原子炉の反応度を

制御することにより，核分裂の連鎖反応を制御できる能

力を有する設計とする。【15 条 1】 

 

・差異なし 

 (2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置 (2) 通常運転時に漏えいを許容する場合の措置  

  設計基準対象施設は，通常運転時において，放射性物

質を含む液体を内包する容器，配管，ポンプ，弁その他

の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合に

おいては，系統外に漏えいさせることなく，各建屋等に

設けられた機器ドレン又は床ドレン等のサンプ又はタ

ンクに収集し，液体廃棄物処理設備に送水する設計とす

る。【15 条 4】 

 

 設計基準対象施設は，通常運転時において，放射性物

質を含む液体を内包する容器，配管，ポンプ，弁その他

の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合に

おいては，系統外に漏えいさせることなく，各建屋等に

設けられた機器ドレン又は床ドレン等のサンプ又はタ

ンクに収集し，液体廃棄物処理設備に送水する設計とす

る。【15 条 4】 

 

・差異なし 

 5.1.2 多様性，位置的分散等 5.1.2 多様性，位置的分散等  

 (1) 多重性又は多様性及び独立性 (1) 多重性又は多様性及び独立性  

  

 

 

 

 設置許可基準規則第 12 条第 2 項に規定される「安全

機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い

安全機能を有するもの」は，当該系統を構成する機器に

「(2) 単一故障」にて記載する単一故障が発生した場

 設置許可基準規則第 12 条第 2 項に規定される「安全

機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い

安全機能を有するもの」は，当該系統を構成する機器に

「(2) 単一故障」にて記載する単一故障が発生した場

・差異なし 
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 合であって，外部電源が利用できない場合においても，

その系統の安全機能を達成できるよう，十分高い信頼性

を確保し，かつ，維持し得る設計とし，原則，多重性又

は多様性及び独立性を備える設計とする。【14 条 1】 

 

合であって，外部電源が利用できない場合においても，

その系統の安全機能を達成できるよう，十分高い信頼性

を確保し，かつ，維持し得る設計とし，原則，多重性又

は多様性及び独立性を備える設計とする。【14 条 1】 

 

  重大事故等対処設備は，共通要因として，環境条件，

自然現象，発電所敷地又はその周辺において想定される

発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（以下「外部人

為事象」という。），溢水，火災及びサポート系の故障を

考慮する。【54 条 1】 

 

 重大事故等対処設備は，共通要因として，環境条件，

自然現象，発電所敷地又はその周辺において想定される

発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（以下「外部人

為事象」という。），溢水，火災及びサポート系の故障を

考慮する。【54 条 1】 

 

・差異なし 

  発電所敷地で想定される自然現象として，地震，津波，

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。【54 条

2】 

 

 発電所敷地で想定される自然現象として，地震，津波，

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響及び生物学的事象を選定する。【54 条

2】 

 

・差異なし 

    自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の

影響を考慮する。【54 条 3】 

 

 自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の

影響を考慮する。【54 条 3】 

 

・差異なし 

   外部人為事象として，飛来物（航空機落下），火災・爆

発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火

災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。

【54 条 4】 

 

 外部人為事象として，飛来物（航空機落下），火災・爆

発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火

災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。

【54 条 4】 

 

・差異なし 

   故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

ついては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じ

ることとする。【54 条 5】 

 

 

 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

ついては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講じ

ることとする。【54 条 5】 

 

・差異なし 

   建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝

撃による損傷を防止できる設計とする。【54 条 6】 

 

 建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝

撃による損傷を防止できる設計とする。【54 条 6】 

 

・差異なし 

   重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性を確保し，位置的分散を図ること

を考慮する。【54 条 7】 

 

 重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性を確保し，位置的分散を図ること

を考慮する。【54 条 7】 

 

・差異なし 

 a. 常設重大事故等対処設備 a. 常設重大事故等対処設備  

  

 

 

 

 

 

 常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備並び

に使用済燃料貯蔵槽（使用済燃料貯蔵プール）の冷却設

備及び注水設備（以下「設計基準事故対処設備等」とい

う。）の安全機能と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して

 常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備並び

に使用済燃料貯蔵槽（使用済燃料貯蔵プール）の冷却設

備及び注水設備（以下「設計基準事故対処設備等」とい

う。）の安全機能と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏ま

え，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して

・差異なし 
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 適切な措置を講じる設計とする。ただし，常設重大事故

防止設備のうち，計装設備については，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータの計測

が困難となった場合に，当該パラメータを推定するため

に必要なパラメータと異なる物理量又は測定原理とす

る等，重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータに対して可能な限り多様性を有する方法

により計測できる設計とするとともに，可能な限り位置

的分散を図る設計とする。【54 条 61】 

 

適切な措置を講じる設計とする。ただし，常設重大事故

防止設備のうち，計装設備については，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータの計測

が困難となった場合に，当該パラメータを推定するため

に必要なパラメータと異なる物理量又は測定原理とす

る等，重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータに対して可能な限り多様性を有する方法

により計測できる設計とするとともに，可能な限り位置

的分散を図る設計とする。【54 条 60】 

 

  環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，常設重大事故防止設備がその機能を確実に

発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件におけ

る健全性については「5.1.5 環境条件等」に基づく設

計とする。風（台風），低温（凍結），降水，積雪及び電

磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境条件に

て考慮し機能が損なわれない設計とする。【54 条 62】 

 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，常設重大事故防止設備がその機能を確実に

発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件におけ

る健全性については「5.1.5 環境条件等」に基づく設

計とする。風（台風），低温（凍結），降水，積雪及び電

磁的障害に対して常設重大事故防止設備は，環境条件に

て考慮し機能が損なわれない設計とする。【54 条 61】 

 

・差異なし 

  常設重大事故防止設備は，「1. 地盤等」に基づく地

盤に設置するとともに，地震，津波，火災及び溢水に対

して，「2.1 地震による損傷の防止」，「2.2 津波によ

る損傷の防止」，「3.1 火災による損傷の防止」及び「4.1 

溢水等による損傷の防止」に基づく設計とする。【54 条

63】 

 

 常設重大事故防止設備は，「1. 地盤等」に基づく地

盤に設置するとともに，地震，津波，火災及び溢水に対

して，「2.1 地震による損傷の防止」，「2.2 津波によ

る損傷の防止」，「3.1 火災による損傷の防止」及び「4.1 

溢水等による損傷の防止」に基づく設計とする。【54 条

62】 

 

・差異なし 

  地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止

設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう

おそれがないように，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。【54 条 65】 

 

 地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故防止

設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう

おそれがないように，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。【54 条 63】 

 

・差異なし 

  風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林

火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大

事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に設置するか，又は設計基準事故対処設備

等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図り，屋外に設置する。【54 条

66】 

 

 風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林

火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，常設重大

事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に設置するか，又は設計基準事故対処設備

等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故対

処設備等と位置的分散を図り，屋外に設置する。【54 条

64】 

 

・差異なし 

  落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等に

より防護する設計とする。【54 条 67】 

 

 落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等に

より防護する設計とする。【54 条 65】 

 

・差異なし 

  

 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外

の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外

の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策により重大事

・差異なし 
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故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

のない設計とする。 

 生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影響

を受けるおそれのある常設重大事故防止設備は，侵入防

止対策により重大事故等に対処するための必要な機能

が損なわれるおそれのない設計とする。【54 条 68】 

 

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

のない設計とする。 

 生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影響

を受けるおそれのある常設重大事故防止設備は，侵入防

止対策により重大事故等に対処するための必要な機能

が損なわれるおそれのない設計とする。【54 条 66】 

 

  

 

 

 

  

  常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を

踏まえ，可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散

を図る設計とする。【54 条 69】 

 

 常設重大事故緩和設備についても，共通要因の特性を

踏まえ，可能な限り上記を考慮して多様性，位置的分散

を図る設計とする。【54 条 67】 

 

・差異なし 

  サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給さ

れる電力，空気，油及び冷却水を考慮し，常設重大事故

防止設備は設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷

却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別

の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設

備は設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水源

をもつ設計とする。【54 条 70】 

 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給さ

れる電力，空気，油及び冷却水を考慮し，常設重大事故

防止設備は設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷

却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同じ場合は別

の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設

備は設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水源

をもつ設計とする。【54 条 68】 

 

・差異なし 

 b. 可搬型重大事故等対処設備 b. 可搬型重大事故等対処設備  

  可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等

又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を

考慮して適切な措置を講じる設計とする。【54 条 110】 

 

 可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等

又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を

考慮して適切な措置を講じる設計とする。【54 条 108】 

 

・差異なし 

  また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，そ

の他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大

事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とす

る。【54 条 89】 

 

 また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，そ

の他自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大

事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とす

る。【54 条 87】 

 

・差異なし 

  環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確

実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件に

おける健全性については「5.1.5 環境条件等」に基づ

く設計とする。風（台風），低温（凍結），降水，積雪及

び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環

境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。【54

条 111】 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確

実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件に

おける健全性については「5.1.5 環境条件等」に基づ

く設計とする。風（台風），低温（凍結），降水，積雪及

び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，環

境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。【54

条 109】 

・差異なし 
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    地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，

「1. 地盤等」に基づく地盤に設置された建屋内に保管

する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しない

ことを確認する，又は必要により固縛等の処置をすると

ともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化

又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，

地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響によ

り必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。

【54 条 90】 

 

 地震に対して，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，

「1. 地盤等」に基づく地盤に設置された建屋内に保管

する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しない

ことを確認する，又は必要により固縛等の処置をすると

ともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化

又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，

地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響によ

り必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。

【54 条 88】 

 

・差異なし 

  地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「2.1 地震による損傷の防止」及び「2.2 津波による

損傷の防止」にて考慮された設計とする。【54 条 91】 

 

 地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「2.1 地震による損傷の防止」及び「2.2 津波による

損傷の防止」にて考慮された設計とする。【54 条 89】 

 

・差異なし 

  火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 火

災による損傷の防止」に基づく火災防護を行う。【54 条

92】 

 

 火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 火

災による損傷の防止」に基づく火災防護を行う。【54 条

90】 

 

・差異なし 

  溢水に対して可搬型重大事故等対処設備は，「4.1 溢

水等による損傷の防止」に基づく設計とする。【54 条 93】 

 

 溢水に対して可搬型重大事故等対処設備は，「4.1 溢

水等による損傷の防止」に基づく設計とする。【54 条 91】 

 

・差異なし 

   地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故

等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故

等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保

管する設計とする。【54 条 94】 

 

 地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故

等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故

等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保

管する設計とする。【54 条 92】 

 

・差異なし 

   風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林

火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重

大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に保管するか，又は設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する

設計とする。クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそ

れのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有

する設計とする。【54 条 95】 

 

 風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林

火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，可搬型重

大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に保管するか，又は設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する

設計とする。クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそ

れのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有

する設計とする。【54 条 93】 

 

・差異なし 
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    飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故

等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配

置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図

り複数箇所に分散して保管する設計とする。【54 条 96】 

 

 飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対して，屋内の可搬型重大事故

等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配

置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図

り複数箇所に分散して保管する設計とする。【54 条 94】 

 

・差異なし 

  屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，設計基

準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備が設置

されている建屋から 100m 以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代

替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等対

処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数

箇所に分散して保管する設計とする。【54 条 97】 

 

 屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，設計基

準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備が設置

されている建屋から 100m 以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代

替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等対

処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数

箇所に分散して保管する設計とする。【54 条 95】 

 

・差異なし 

  サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給さ

れる電力，空気，油及び冷却水を考慮し，可搬型重大事

故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事

故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる設計とする

か，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計

とする。また，水源についても可能な限り，異なる水源

を用いる設計とする。【54 条 112】 

 

 サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給さ

れる電力，空気，油及び冷却水を考慮し，可搬型重大事

故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事

故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる設計とする

か，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計

とする。また，水源についても可能な限り，異なる水源

を用いる設計とする。【54 条 110】 

 

・差異なし 

 c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処

設備の接続口 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処

設備の接続口 

 

  原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重

大事故等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防止するた

め，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計と

する。【54 条 79】 

 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重

大事故等対処設備と常設設備との接続口は，共通要因に

よって接続することができなくなることを防止するた

め，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計と

する。【54 条 77】 

・差異なし 

  環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，その機能を確実に発揮できる設計とすると

ともに，接続口は，建屋の異なる面の隣接しない位置に

複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における健

全性については，「5.1.5 環境条件等」に基づく設計と

する。風（台風），低温（凍結），降水，積雪及び電磁的

障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれ

ない設計とする。【54 条 80】 

 

 環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，その機能を確実に発揮できる設計とすると

ともに，接続口は，建屋の異なる面の隣接しない位置に

複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件における健

全性については，「5.1.5 環境条件等」に基づく設計と

する。風（台風），低温（凍結），降水，積雪及び電磁的

障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれ

ない設計とする。【54 条 78】 

 

・差異なし 

  地震に対して接続口は，「1. 地盤等」に基づく地盤

上の建屋面に複数箇所設置する。【54 条 81】 

 

 地震に対して接続口は，「1. 地盤等」に基づく地盤

上の建屋面に複数箇所設置する。【54 条 79】 

 

・差異なし 

  地震，津波及び火災に対しては，「2.1 地震による損

傷の防止」，「2.2 津波による損傷の防止」及び「3.1 火

災による損傷の防止」に基づく設計とする。【54 条 82】 

 

 地震，津波及び火災に対しては，「2.1 地震による損

傷の防止」，「2.2 津波による損傷の防止」及び「3.1 火

災による損傷の防止」に基づく設計とする。【54 条 80】 

 

・差異なし 
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    溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を

喪失しない位置に設置する。【54 条 83】 

 

 溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を

喪失しない位置に設置する。【54 条 81】 

 

・差異なし 

  地震，津波，溢水及び火災に対しては，接続口は，建

屋の異なる面の隣接しない位置に複数箇所設置する。

【54 条 84】 

 

 地震，津波，溢水及び火災に対しては，接続口は，建

屋の異なる面の隣接しない位置に複数箇所設置する。

【54 条 82】 

 

・差異なし 

  風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆

発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，

接続口は，建屋の異なる面の隣接しない位置に複数箇所

設置する。【54 条 85】 

 

 風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆

発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，

接続口は，建屋の異なる面の隣接しない位置に複数箇所

設置する。【54 条 83】 

 

・差異なし 

  生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外

に設置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設

計とする。【54 条 86】 

 

 生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外

に設置する場合は，開口部の閉止により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設

計とする。【54 条 84】 

 

・差異なし 

  また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する

場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接

続口を設ける設計とする。同時に使用する可能性がある

場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，それぞれ

の系統に必要な容量を同時に供給できる設計とする。

【54 条 87】 

 また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する

場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保できる接

続口を設ける設計とする。同時に使用する可能性がある

場合は，合計の容量を確保し，状況に応じて，それぞれ

の系統に必要な容量を同時に供給できる設計とする。

【54 条 85】 

・差異なし 

 (2) 単一故障 (2) 単一故障  

  安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特

に高い安全機能を有するものは，当該系統を構成する機

器に短期間では動的機器の単一故障，長期間では動的機

器の単一故障若しくは想定される静的機器の単一故障

のいずれかが生じた場合であって，外部電源が利用でき

ない場合においても，その系統の安全機能を達成できる

設計とする。【14 条 2】 

 

 安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特

に高い安全機能を有するものは，当該系統を構成する機

器に短期間では動的機器の単一故障，長期間では動的機

器の単一故障若しくは想定される静的機器の単一故障

のいずれかが生じた場合であって，外部電源が利用でき

ない場合においても，その系統の安全機能を達成できる

設計とする。【14 条 2】 

 

・差異なし 

  短期間と長期間の境界は 24 時間とする。【14 条 3】 

 

 短期間と長期間の境界は 24 時間とする。【14 条 3】 

 

・差異なし 

  ただし，非常用ガス処理系の配管の一部及び非常用ガ

ス処理系フィルタ装置，中央制御室換気空調系のダクト

の一部及び中央制御室再循環フィルタ装置（「6,7 号機

共用」（以下同じ。）），格納容器スプレイ冷却系の原子炉

格納容器スプレイ管については，設計基準事故が発生し

た場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器

であるが，単一設計とするため，個別に設計を行う。【14

条 4】 

 

 ただし，非常用ガス処理系の配管の一部及び非常用ガ

ス処理系フィルタ装置，中央制御室換気空調系のダクト

の一部及び中央制御室再循環フィルタ装置（「6,7 号機

共用」（以下同じ。）），格納容器スプレイ冷却系の原子炉

格納容器スプレイ管については，設計基準事故が発生し

た場合に長期間にわたって機能が要求される静的機器

であるが，単一設計とするため，個別に設計を行う。【14

条 4】 

 

・差異なし 
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 5.1.3 悪影響防止等 5.1.3 悪影響防止等  

 (1) 飛来物による損傷防止 (1) 飛来物による損傷防止  

  設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，発

電機及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁の

破損及び配管の破断，高速回転機器の破損に伴う飛散物

により安全性を損なわない設計とする。【15 条 5】 

 

 設計基準対象施設に属する設備は，蒸気タービン，発

電機及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁の

破損及び配管の破断，高速回転機器の破損に伴う飛散物

により安全性を損なわない設計とする。【15 条 5】 

 

・差異なし 

  発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう蒸気タ

ービン及び発電機は，破損防止対策等を行うとともに，

原子力委員会原子炉安全専門審査会「タービンミサイル

評価について」により，タービンミサイル発生時の対象

物を破損する確率が 10-7回／炉・年以下となることを確

認する。【15 条 6】 

 

 発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう蒸気タ

ービン及び発電機は，破損防止対策等を行うとともに，

原子力委員会原子炉安全専門審査会「タービンミサイル

評価について」により，タービンミサイル発生時の対象

物を破損する確率が 10-7回／炉・年以下となることを確

認する。【15 条 6】 

 

・差異なし 

  高温高圧の配管については材料選定，強度設計に十分

な考慮を払う。さらに，安全性を高めるために，仮想的

な破断を想定し，その結果生じるかもしれない配管のむ

ち打ち，流出流体のジェット力，周辺雰囲気の変化等に

より，発電用原子炉施設の機能が損なわれることのない

よう配置上の考慮を払うとともに，それらの影響を低減

させるための手段として，主蒸気・給水管等については

パイプホイップレストレイントを設ける設計とする。

【15 条 7】【15 条 8】 

 

 高温高圧の配管については材料選定，強度設計に十分

な考慮を払う。さらに，安全性を高めるために，仮想的

な破断を想定し，その結果生じるかもしれない配管のむ

ち打ち，流出流体のジェット力，周辺雰囲気の変化等に

より，発電用原子炉施設の機能が損なわれることのない

よう配置上の考慮を払うとともに，それらの影響を低減

させるための手段として，主蒸気・給水管等については

パイプホイップレストレイントを設ける設計とする。

【15 条 7】【15 条 8】 

 

・差異なし 

  高速回転機器については，損傷により飛散物とならな

いように保護装置を設けること等によりオーバースピ

ードとならない設計とする。【15 条 9】 

 

 高速回転機器については，損傷により飛散物とならな

いように保護装置を設けること等によりオーバースピ

ードとならない設計とする。【15 条 9】 

 

・差異なし 

  損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の発生箇

所と防護対象機器の距離を十分にとる設計とし，又は飛

散物の飛散方向を考慮し，配置上の配慮又は多重性を考

慮した設計とする。【15 条 10】 

 

 損傷防止措置を行う場合，想定される飛散物の発生箇

所と防護対象機器の距離を十分にとる設計とし，又は飛

散物の飛散方向を考慮し，配置上の配慮又は多重性を考

慮した設計とする。【15 条 10】 

 

・差異なし 

 (2) 共用 (2) 共用  

  重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則共用しな

いものとするが，安全性が向上する場合は，共用するこ

とを考慮する。【15 条 11】 

 

 重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則共用しな

いものとするが，安全性が向上する場合は，共用するこ

とを考慮する。【15 条 11】 

 

・差異なし 

   重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間

で共用する場合には，発電用原子炉施設の安全性を損な

わない設計とする。【15 条 15】 

 

 重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間

で共用する場合には，発電用原子炉施設の安全性を損な

わない設計とする。【15 条 15】 

 

・差異なし 

  

 

 

 常設重大事故等対処設備の各機器については，2以上

の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。た

だし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重

 常設重大事故等対処設備の各機器については，2以上

の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。た

だし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重

・差異なし 
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  大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，

2以上の発電用原子炉施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，同一の発電所内の他の発電用原子炉施

設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。【54 条 60】 

 

大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，

2以上の発電用原子炉施設と共用することにより安全性

が向上し，かつ，同一の発電所内の他の発電用原子炉施

設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。【54 条 59】 

 

 (3) 相互接続 (3) 相互接続  

  重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則相互に接

続しないものとするが，安全性が向上する場合は，相互

に接続することを考慮する。【15 条 12】 

 

 重要安全施設は，発電用原子炉施設間で原則相互に接

続しないものとするが，安全性が向上する場合は，相互

に接続することを考慮する。【15 条 12】 

 

・差異なし 

  重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間

で相互に接続する場合には，発電用原子炉施設の安全性

を損なわない設計とする。【15 条 16】 

 

 重要安全施設以外の安全施設を発電用原子炉施設間

で相互に接続する場合には，発電用原子炉施設の安全性

を損なわない設計とする。【15 条 16】 

 

・差異なし 

 (4) 悪影響防止 (4) 悪影響防止  

  重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（他号機を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大

事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。【54 条 49】 

 

 重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（他号機を

含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大

事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。【54 条 48】 

 

・差異なし 

  他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使

用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）

並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影

響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計

とする。【54 条 50】 

 

 他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使

用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）

並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影

響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計

とする。【54 条 49】 

 

・差異なし 

  系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁

等の操作によって設計基準対象施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とす

ること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分

離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等

対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独

立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。【54 条 51】 

 

 系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁

等の操作によって設計基準対象施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とす

ること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分

離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等

対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独

立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。【54 条 50】 

 

・差異なし 

  放水砲については，建屋への放水により，当該設備の

使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。【54 条 52】 

 

 放水砲については，建屋への放水により，当該設備の

使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。【54 条 51】 

 

・差異なし 

  

 

 

 内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネ

ルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転

機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，

 内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネ

ルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高速回転

機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，

・差異なし 
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 重大事故等対処設備がタービンミサイル等の発生源と

なることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。【54 条 53】 

 

重大事故等対処設備がタービンミサイル等の発生源と

なることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。【54 条 52】 

 

 5.1.4 容量等 5.1.4 容量等  

 (1) 常設重大事故等対処設備 (1) 常設重大事故等対処設備  

  常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の

収束において，想定する事象及びその事象の進展等を考

慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故

対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束

は，これらの系統の組合せにより達成する。【54 条 55】 

 

 常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の

収束において，想定する事象及びその事象の進展等を考

慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故

対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束

は，これらの系統の組合せにより達成する。【54 条 54】 

 

・差異なし 

  「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範

囲，作動信号の設定値等とする。【54 条 56】 

 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装設備の計測範

囲，作動信号の設定値等とする。【54 条 55】 

 

・差異なし 

  常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の

系統及び機器を使用するものについては，設計基準対象

施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる

容量等に対して十分であることを確認した上で，設計基

準対象施設の容量等の仕様と同仕様の設計とする。【54

条 57】 

 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の

系統及び機器を使用するものについては，設計基準対象

施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる

容量等に対して十分であることを確認した上で，設計基

準対象施設の容量等の仕様と同仕様の設計とする。【54

条 56】 

 

・差異なし 

  常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の

系統及び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基

準対象施設の容量等を補う必要があるものについては，

その後の事故対応手段と合わせて，系統の目的に応じて

必要となる容量等を有する設計とする。【54 条 58】 

 

 常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の

系統及び機器を使用するもので，重大事故等時に設計基

準対象施設の容量等を補う必要があるものについては，

その後の事故対応手段と合わせて，系統の目的に応じて

必要となる容量等を有する設計とする。【54 条 57】 

 

・差異なし 

  常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処

を本来の目的として設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じて必要な容量等を有

する設計とする。【54 条 59】 

 

 常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処

を本来の目的として設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じて必要な容量等を有

する設計とする。【54 条 58】 

 

・差異なし 

 (2) 可搬型重大事故等対処設備 (2) 可搬型重大事故等対処設備  

  可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

の収束において，想定する事象及びその事象の進展を考

慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故

等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。【54

条 71】 

 

 可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

の収束において，想定する事象及びその事象の進展を考

慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故

等の収束は，これらの系統の組合せにより達成する。【54

条 69】 

 

・差異なし 

   「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範

囲等とする。【54 条 72】 

 

 「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，

発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計測器の計測範

囲等とする。【54 条 70】 

 

・差異なし 
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    可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必

要な容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，

信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保すること

により，必要な容量等に加え，十分に余裕のある容量等

を有する設計とする。【54 条 73】 

 

 可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必

要な容量等を有する設計とするとともに，設備の機能，

信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保すること

により，必要な容量等に加え，十分に余裕のある容量等

を有する設計とする。【54 条 71】 

 

・差異なし 

  可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用

することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるもの

は，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な

容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計とする。

【54 条 74】 

 

 可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用

することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるもの

は，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な

容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計とする。

【54 条 72】 

 

・差異なし 

  可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要

となる容量等を有する設備を 1 基当たり 2 セットに加

え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外

時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保す

る。【54 条 75】 

 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，必要

となる容量等を有する設備を 1 基当たり 2 セットに加

え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外

時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保す

る。【54 条 73】 

 

・差異なし 

  また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接

接続する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる

容量等を有する設備を 1基当たり 1セットに加え，故障

時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップとして，発電所全体で予備を確保する。【54

条 76】 

 

 また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接

接続する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要となる

容量等を有する設備を 1基当たり 1セットに加え，故障

時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップとして，発電所全体で予備を確保する。【54

条 74】 

 

・差異なし 

  上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる

容量等を有する設備を 1基当たり 1セットに加え，設備

の信頼度等を考慮し，予備を確保する。【54 条 77】 

 

 上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる

容量等を有する設備を 1基当たり 1セットに加え，設備

の信頼度等を考慮し，予備を確保する。【54 条 75】 

 

・差異なし 

 5.1.5 環境条件等 5.1.5 環境条件等  

  安全施設の設計条件については，材料疲労，劣化等に

対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよ

う，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射線，荷重，

自然現象による影響，海水を通水する系統への影響，電

磁的障害，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を

考慮し，十分安全側の条件を与えることにより，これら

の条件下においても期待されている安全機能を発揮で

きる設計とする。【14 条 10】 

 

 安全施設の設計条件については，材料疲労，劣化等に

対しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよ

う，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基

準事故時に想定される圧力，温度，湿度，放射線，荷重，

自然現象による影響，海水を通水する系統への影響，電

磁的障害，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状を

考慮し，十分安全側の条件を与えることにより，これら

の条件下においても期待されている安全機能を発揮で

きる設計とする。【14 条 10】 

 

・差異なし 

   重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能が有効に発揮できるよう，その

設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を

有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，放射線，荷重及びその他の使用

条件において，その機能が有効に発揮できるよう，その

設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を

有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。

・差異なし 
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【54 条 8】 

 

【54 条 8】 

 

    重大事故等時の環境条件については，重大事故等時に

おける温度（環境温度及び使用温度），放射線及び荷重

に加えて，その他の使用条件として環境圧力，湿度によ

る影響，重大事故等時に海水を通水する系統への影響，

自然現象による影響，外部人為事象の影響，周辺機器等

からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中の破損物等の

異物を含む。）の影響を考慮する。荷重としては，重大

事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環

境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。【54

条 9】 

 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等時に

おける温度（環境温度及び使用温度），放射線及び荷重

に加えて，その他の使用条件として環境圧力，湿度によ

る影響，重大事故等時に海水を通水する系統への影響，

自然現象による影響，外部人為事象の影響，周辺機器等

からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中の破損物等の

異物を含む。）の影響を考慮する。荷重としては，重大

事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環

境圧力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。【54

条 9】 

 

・差異なし 

   自然現象について，重大事故等時に重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，風（台

風），低温（凍結），降水及び積雪を選定する。これらの

事象のうち，低温（凍結）及び降水については，屋外の

天候による影響として考慮する。【54 条 10】 

 

 自然現象について，重大事故等時に重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，風（台

風），低温（凍結），降水及び積雪を選定する。これらの

事象のうち，低温（凍結）及び降水については，屋外の

天候による影響として考慮する。【54 条 10】 

 

・差異なし 

  自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台

風）及び積雪の影響を考慮する。【54 条 11】 

 

 自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台

風）及び積雪の影響を考慮する。【54 条 11】 

 

・差異なし 

  これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境

温度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影

響（低温（凍結）及び降水），重大事故等時の放射線によ

る影響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を設置

（使用）又は保管する場所に応じて，「(1) 環境圧力，

環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外

の天候による影響（低温（凍結）及び降水）並びに荷重」

に示すように設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮

できる設計とする。【54 条 12】 

 

 これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境

温度，環境圧力，湿度による影響，屋外の天候による影

響（低温（凍結）及び降水），重大事故等時の放射線によ

る影響及び荷重に対しては，重大事故等対処設備を設置

（使用）又は保管する場所に応じて，「(1) 環境圧力，

環境温度及び湿度による影響，放射線による影響，屋外

の天候による影響（低温（凍結）及び降水）並びに荷重」

に示すように設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮

できる設計とする。【54 条 12】 

 

・差異なし 

 (1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線

による影響，屋外の天候による影響（低温（凍結）及び

降水）並びに荷重 

(1) 環境圧力，環境温度及び湿度による影響，放射線

による影響，屋外の天候による影響（低温（凍結）及び

降水）並びに荷重 

 

  安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時における環境圧力，環境温度及び湿

度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影

響（低温（凍結）及び降水）並びに荷重を考慮しても，

安全機能を発揮できる設計とする。【14 条 11】 

 

 安全施設は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時

及び設計基準事故時における環境圧力，環境温度及び湿

度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影

響（低温（凍結）及び降水）並びに荷重を考慮しても，

安全機能を発揮できる設計とする。【14 条 11】 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件

を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮し

て，機能を損なわない設計とする。操作は中央制御室か

 原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件

を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮し

て，機能を損なわない設計とする。操作は中央制御室か

・差異なし 
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  ら可能な設計とする。【54 条 13】 

 

ら可能な設計とする。【54 条 13】 

 

  原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮する。ま

た，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計

とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をと

る。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所

又は設置場所で可能な設計とする。【54 条 14】 

 

 原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮する。ま

た，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計

とするとともに，可搬型重大事故等対処設備は，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をと

る。操作は中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所

又は設置場所で可能な設計とする。【54 条 14】 

 

・差異なし 

  このうち，インターフェイスシステム LOCA 時，使用

済燃料貯蔵プールにおける重大事故に至るおそれのあ

る事故又は主蒸気管破断事故起因の重大事故等時に使

用する設備については，これらの環境条件を考慮した設

計とするか，これらの環境影響を受けない区画等に設置

する。 

 特に，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，使用済燃

料貯蔵プールに係る重大事故等時に使用するため，その

環境影響を考慮して，空気を供給し冷却することで耐環

境性向上を図る設計とする。【54 条 15】 

 

 このうち，インターフェイスシステム LOCA 時，使用

済燃料貯蔵プールにおける重大事故に至るおそれのあ

る事故又は主蒸気管破断事故起因の重大事故等時に使

用する設備については，これらの環境条件を考慮した設

計とするか，これらの環境影響を受けない区画等に設置

する。 

 特に，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，使用済燃

料貯蔵プールに係る重大事故等時に使用するため，その

環境影響を考慮して，空気を供給し冷却することで耐環

境性向上を図る設計とする。【54 条 15】 

 

・差異なし 

  原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の

重大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれ

の場所の環境条件を考慮した設計とする。また，地震に

よる荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとと

もに，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設

備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。操作は

中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場

所で可能な設計とする。【54 条 16】【54 条 17】【54 条 18】 

 

 原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の

重大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれぞれ

の場所の環境条件を考慮した設計とする。また，地震に

よる荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとと

もに，可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設

備の落下防止，転倒防止及び固縛の措置をとる。操作は

中央制御室，異なる区画若しくは離れた場所又は設置場

所で可能な設計とする。【54 条 16】【54 条 17】【54 条 18】 

 

・差異なし 

  屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故

等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操

作は中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計

とする。【54 条 19】 

 

 屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故

等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。操

作は中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計

とする。【54 条 19】 

 

・差異なし 

  また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を

考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型

重大事故等対処設備については，必要により当該設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。【54 条 20】 

 

 また，地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を

考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型

重大事故等対処設備については，必要により当該設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。【54 条 20】 

 

・差異なし 

  積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講

じる。【54 条 21】 

 

 積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講

じる。【54 条 21】 

 

・差異なし 

  

 

 原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設

備は，設計基準事故等及び重大事故等時に想定される圧

 原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故等対処設

備は，設計基準事故等及び重大事故等時に想定される圧

・差異なし 
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 力，温度等に対して，格納容器スプレイ水による影響を

考慮しても，その機能を発揮できる設計とする。【14 条

12】【54 条 23】 

 

力，温度等に対して，格納容器スプレイ水による影響を

考慮しても，その機能を発揮できる設計とする。【14 条

12】【54 条 22】 

 

  安全施設及び重大事故等対処設備のうち，主たる流路

に影響を与える範囲については，主たる流路の機能を維

持できるよう，主たる流路と同一又は同等の規格で設計

する。【14 条 13】【54 条 24】 

 

 安全施設及び重大事故等対処設備のうち，主たる流路

に影響を与える範囲については，主たる流路の機能を維

持できるよう，主たる流路と同一又は同等の規格で設計

する。【14 条 13】【54 条 23】 

 

・差異なし 

 (2) 海水を通水する系統への影響 (2) 海水を通水する系統への影響  

  海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を

通水する，海に設置する又は海で使用する安全施設及び

重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海

水を通水するコンクリート構造物については，腐食を考

慮した設計とする。また，使用時に海水を通水する重大

事故等対処設備は，海水の影響を考慮した設計とする。

【14 条 14】【54 条 25】 

 

 海水を通水する系統への影響に対しては，常時海水を

通水する，海に設置する又は海で使用する安全施設及び

重大事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海

水を通水するコンクリート構造物については，腐食を考

慮した設計とする。また，使用時に海水を通水する重大

事故等対処設備は，海水の影響を考慮した設計とする。

【14 条 14】【54 条 24】 

 

・差異なし 

  原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性のあ

る重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考

慮する。また，海から直接取水する際の異物の流入防止

を考慮した設計とする。【54 条 26】 

 

 原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性のあ

る重大事故等対処設備は，可能な限り淡水を優先し，海

水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考

慮する。また，海から直接取水する際の異物の流入防止

を考慮した設計とする。【54 条 25】 

 

・差異なし 

 (3) 電磁的障害 (3) 電磁的障害  

  電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した

場合，また，重大事故等対処設備は，重大事故等が発生

した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。【14 条 15】【54 条 27】 

 

 電磁的障害に対しては，安全施設は，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故が発生した

場合，また，重大事故等対処設備は，重大事故等が発生

した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。【14 条 15】【54 条 26】 

 

・差異なし 

 (4) 周辺機器等からの悪影響 (4) 周辺機器等からの悪影響  

  安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然現象

並びに人為事象による他設備からの悪影響により，発電

用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措

置を講じた設計とする。【14 条 16】 

 

 安全施設は，地震，火災，溢水及びその他の自然現象

並びに人為事象による他設備からの悪影響により，発電

用原子炉施設としての安全機能が損なわれないよう措

置を講じた設計とする。【14 条 16】 

 

・差異なし 

  重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備

している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響

により機能を損なわない設計とする。周辺機器等からの

悪影響としては，地震，火災及び溢水による波及的影響

を考慮する。【54 条 28】 

 

 重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備

している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響

により機能を損なわない設計とする。周辺機器等からの

悪影響としては，地震，火災及び溢水による波及的影響

を考慮する。【54 条 27】 

 

・差異なし 

  

 

 溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される

溢水により機能を損なわないように，重大事故等対処設

 溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される

溢水により機能を損なわないように，重大事故等対処設

・差異なし 
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 備の設置区画の止水対策等を実施する。【54 条 29】 

 

備の設置区画の止水対策等を実施する。【54 条 28】 

 

  地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1 地

震による損傷の防止」に，火災防護については，「3.1 火

災による損傷の防止」に基づく設計とし，それらの事象

による波及的影響により重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。【54 条 30】 

 

 地震による荷重を含む耐震設計については，「2.1 地

震による損傷の防止」に，火災防護については，「3.1 火

災による損傷の防止」に基づく設計とし，それらの事象

による波及的影響により重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。【54 条 29】 

 

・差異なし 

 (5) 設置場所における放射線 (5) 設置場所における放射線  

  安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合において

も操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽の設置や

線源からの離隔により放射線量が高くなるおそれの少

ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。【14 条 17】 

 

 安全施設の設置場所は，通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故が発生した場合において

も操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽の設置や

線源からの離隔により放射線量が高くなるおそれの少

ない場所を選定した上で，設置場所から操作可能，放射

線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能，又は中央制御室遮蔽区域内である中

央制御室から操作可能な設計とする。【14 条 17】 

 

・差異なし 

  重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作及び復旧作業に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能

な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室か

ら操作可能な設計とする。【54 条 54】 

 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作及び復旧作業に支障がないよ

うに，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けな

い異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能

な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室か

ら操作可能な設計とする。【54 条 53】 

 

・差異なし 

  可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少な

い設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能

な設計とする。【54 条 88】 

 

 可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少な

い設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能

な設計とする。【54 条 86】 

 

・差異なし 

 (6) 冷却材の性状 (6) 冷却材の性状  

  冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を定めて

水質を管理することにより異物の発生を防止する設計

とする。【14 条 18】 

 

 冷却材を内包する安全施設は，水質管理基準を定めて

水質を管理することにより異物の発生を防止する設計

とする。【14 条 18】 

 

・差異なし 

  安全施設及び重大事故等対処設備は，系統外部から異

物が流入する可能性のある系統に対しては，ストレーナ

等を設置することにより，その機能を有効に発揮できる

設計とする。【14 条 19】【54 条 31】 

 

 安全施設及び重大事故等対処設備は，系統外部から異

物が流入する可能性のある系統に対しては，ストレーナ

等を設置することにより，その機能を有効に発揮できる

設計とする。【14 条 19】【54 条 30】 

 

・差異なし 

  5.1.6 操作性及び試験・検査性 5.1.6 操作性及び試験・検査性  
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  (1) 操作性の確保 (1) 操作性の確保  

  重大事故等対処設備は，手順書の整備，教育・訓練に

より，想定される重大事故等が発生した場合において

も，確実に操作でき，設置変更許可申請書「十 発電用

原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場

合における当該事故に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員数と想定時

間内で，アクセスルートの確保を含め重大事故等に対処

できる設計とする。【54 条 35】 

 

 重大事故等対処設備は，手順書の整備，教育・訓練に

より，想定される重大事故等が発生した場合において

も，確実に操作でき，設置変更許可申請書「十 発電用

原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場

合における当該事故に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項」ハで考慮した要員数と想定時

間内で，アクセスルートの確保を含め重大事故等に対処

できる設計とする。【54 条 34】 

 

・差異なし 

  重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作を確実なものとするため，重大

事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とす

る。【54 条 36】 

 

 重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作を確実なものとするため，重大

事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とす

る。【54 条 35】 

 

・差異なし 

  重大事故等対処設備は，操作する全ての設備に対し，

十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができ

るよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場

所に配備する。【54 条 37】 

 

 重大事故等対処設備は，操作する全ての設備に対し，

十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができ

るよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場

所に配備する。【54 条 36】 

 

・差異なし 

  現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に

用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業が

できる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセ

スルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事

故等対処設備は運搬，設置が確実に行えるように，人力

又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要に

より設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めに

よる固定等が可能な設計とする。【54 条 38】 

 

 現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に

用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業が

できる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセ

スルートの近傍に保管できる設計とする。可搬型重大事

故等対処設備は運搬，設置が確実に行えるように，人力

又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要に

より設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めに

よる固定等が可能な設計とする。【54 条 37】 

 

・差異なし 

  現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した

設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計と

する。【54 条 39】 

 

 現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した

設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計と

する。【54 条 38】 

 

・差異なし 

  現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能

な設計とする。現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，

フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設備

に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が

可能な設計とする。また，重大事故等に対処するために

迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作で

きるように中央制御室での操作が可能な設計とする。制

御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。

【54 条 40】 

 

 現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能

な設計とする。現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，

フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設備

に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が

可能な設計とする。また，重大事故等に対処するために

迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作で

きるように中央制御室での操作が可能な設計とする。制

御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。

【54 条 39】 

 

・差異なし 

   想定される重大事故等において操作する重大事故等  想定される重大事故等において操作する重大事故等 ・差異なし 
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 対処設備のうち動的機器については，その作動状態の確

認が可能な設計とする。【54 条 41】 

 

対処設備のうち動的機器については，その作動状態の確

認が可能な設計とする。【54 条 40】 

 

  重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途と

して重大事故等に対処するために使用する設備は，通常

時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なよう

に，系統に必要な弁等を設ける設計とする。【54 条 48】 

 

 重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途と

して重大事故等に対処するために使用する設備は，通常

時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なよう

に，系統に必要な弁等を設ける設計とする。【54 条 47】 

 

・差異なし 

  可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するも

のについては，容易かつ確実に接続できるように，ケー

ブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用

い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，大口径配

管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管

かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等を用い

る設計とする。高圧窒素ガスボンベ，タンクローリ等に

ついては，各々専用の接続方式を用いる。また，発電用

原子炉施設間で相互に使用することができるように，6

号機及び 7号機とも同一形状とするとともに，同一ポン

プを接続する配管は口径を統一する等，複数の系統での

接続方式の統一も考慮する。【54 条 78】 

 

 可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するも

のについては，容易かつ確実に接続できるように，ケー

ブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用

い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，大口径配

管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管

かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等を用い

る設計とする。高圧窒素ガスボンベ，タンクローリ等に

ついては，各々専用の接続方式を用いる。また，発電用

原子炉施設間で相互に使用することができるように，6

号機及び 7号機とも同一形状とするとともに，同一ポン

プを接続する配管は口径を統一する等，複数の系統での

接続方式の統一も考慮する。【54 条 76】 

 

・差異なし 

  想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保でき

るよう，以下の設計とする。【54 条 98】 

 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保でき

るよう，以下の設計とする。【54 条 96】 

 

・差異なし 

  屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，

外部人為事象，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する設計とする。【54 条 99】 

 

 屋外及び屋内において，アクセスルートは，自然現象，

外部人為事象，溢水及び火災を想定しても，運搬，移動

に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する設計とする。【54 条 97】 

 

・差異なし 

  

 

 

 

  

  屋外及び屋内アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある自然現象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。【54 条 100】 

 

 屋外及び屋内アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある自然現象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。【54 条 98】 

 

・差異なし 

  

 

 

 

 

 

 屋外及び屋内アクセスルートに対する外部人為事象

については，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として選定する火災・爆発（森林火災，近隣

工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保

 屋外及び屋内アクセスルートに対する外部人為事象

については，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として選定する火災・爆発（森林火災，近隣

工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保

・差異なし 
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 する設計とする。【54 条 101】 

 

する設計とする。【54 条 99】 

 

  

 

  

  屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），

その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻による

飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複数のアク

セスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なア

クセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイ

ールローダ（「6,7 号機共用」（以下同じ。））を 4台（予

備 1台）保管，使用する。【54 条 102】 

 

 屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），

その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻による

飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複数のアク

セスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なア

クセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイ

ールローダ（「7号機設備，6,7 号機共用」（以下同じ。））

を 4台（予備 1台）保管，使用する。【54 条 100】 

 

 

 

 

 

 

 

・設工認申請号機の違いによる差異 

  また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対

しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への

影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計

とする。【54 条 103】 

 

 また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対

しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への

影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計

とする。【54 条 101】 

 

・差異なし 

  津波の影響については，基準津波による遡上域最大水

位よりも高い位置にアクセスルートを確保する設計と

する。【54 条 104】 

 

 津波の影響については，基準津波による遡上域最大水

位よりも高い位置にアクセスルートを確保する設計と

する。【54 条 102】 

 

・差異なし 

  

 

 

  

  屋外アクセスルートは，自然現象のうち，低温（凍結）

に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを

確保する設計とする。 

 

 

 

 落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはな

いため，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可

能なため，アクセスルートへの影響はない。【54 条 113】 

 

 屋外アクセスルートは，自然現象のうち，低温（凍結）

に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを

確保する設計とする。 

 

 

 

 落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはな

いため，さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可

能なため，アクセスルートへの影響はない。【54 条 111】 

 

・差異なし 

   屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の

崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達す

ることを想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所

の仮復旧を行うことで，通行性を確保できる設計とす

る。また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇

所においては，段差緩和対策等を行う，迂回する，又は

砕石による段差解消対策により対処する設計とする。

【54 条 105】 

 

 屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の

崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達す

ることを想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所

の仮復旧を行うことで，通行性を確保できる設計とす

る。また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇

所においては，段差緩和対策等を行う，迂回する，又は

砕石による段差解消対策により対処する設計とする。

【54 条 103】 

 

・差異なし 

   屋外アクセスルートは，自然現象のうち低温（凍結）  屋外アクセスルートは，自然現象のうち低温（凍結） ・差異なし 
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 及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車

両については走行可能なタイヤ等を装着することによ

り通行性を確保できる設計とする。【54 条 106】 

 

及び積雪に対して，道路については融雪剤を配備し，車

両については走行可能なタイヤ等を装着することによ

り通行性を確保できる設計とする。【54 条 104】 

 

  屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

火山の影響及び生物学的事象による影響に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保

する設計とする。【54 条 107】 

 

 屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津

波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

火山の影響及び生物学的事象による影響に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保

する設計とする。【54 条 105】 

 

・差異なし 

  屋内アクセスルートは，外部人為事象として選定する

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等）及び有毒ガスに対して，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計と

する。【54 条 108】 

 

 屋内アクセスルートは，外部人為事象として選定する

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等）及び有毒ガスに対して，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計と

する。【54 条 106】 

 

・差異なし 

  屋内アクセスルートの設定に当たっては，油内包機器

による地震随伴火災の影響や，水又は蒸気内包機器によ

る地震随伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回路を含

む複数のルート選定が可能な配置設計とする。【54 条

109】 

 

 屋内アクセスルートの設定に当たっては，油内包機器

による地震随伴火災の影響や，水又は蒸気内包機器によ

る地震随伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回路を含

む複数のルート選定が可能な配置設計とする。【54 条

107】 

 

・差異なし 

 (2) 試験・検査性 (2) 試験・検査性  

  設計基準対象施設は，健全性及び能力を確認するた

め，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保

守点検（試験及び検査を含む。）が可能な構造とし，そ

のために必要な配置，空間等を備えた設計とする。【15

条 2】 

 

 設計基準対象施設は，健全性及び能力を確認するた

め，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保

守点検（試験及び検査を含む。）が可能な構造とし，そ

のために必要な配置，空間等を備えた設計とする。【15

条 2】 

 

・差異なし 

  重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するた

め，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保

守点検，試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の

確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造と

し，そのために必要な配置，空間等を備えた設計とする。

また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接

近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。【54 条

42】 

 

 重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するた

め，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保

守点検，試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の

確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造と

し，そのために必要な配置，空間等を備えた設計とする。

また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接

近又は検査が困難である箇所を極力少なくする。【54 条

41】 

 

・差異なし 

  設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，使用前

事業者検査及び定期事業者検査の法定検査に加え，保全

プログラムに基づく点検が実施できる設計とする。【15

条 3】【54 条 43】 

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処設備は，使用前

事業者検査及び定期事業者検査の法定検査に加え，保全

プログラムに基づく点検が実施できる設計とする。【15

条 3】【54 条 42】 

 

・差異なし 

  

 

 

 重大事故等対処設備は，原則系統試験及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。系統試験については，テ

ストラインなどの設備を設置又は必要に応じて準備す

 重大事故等対処設備は，原則系統試験及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。系統試験については，テ

ストラインなどの設備を設置又は必要に応じて準備す

・差異なし 
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 ることで試験可能な設計とする。また，悪影響防止の観

点から他と区分する必要があるもの又は単体で機能・性

能を確認するものは，他の系統と独立して機能・性能確

認が可能な設計とする。【54 条 44】 

 

ることで試験可能な設計とする。また，悪影響防止の観

点から他と区分する必要があるもの又は単体で機能・性

能を確認するものは，他の系統と独立して機能・性能確

認が可能な設計とする。【54 条 43】 

 

  発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等

対処設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす

場合を除き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能

な設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及

び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができ

る設計とする。【54 条 45】 

 

 発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等

対処設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす

場合を除き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能

な設計とする。また，多様性又は多重性を備えた系統及

び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができ

る設計とする。【54 条 44】 

 

・差異なし 

  代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切

な定期試験及び検査が可能な設計とする。【54 条 46】 

 

 代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切

な定期試験及び検査が可能な設計とする。【54 条 45】 

 

・差異なし 

  構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設

備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可

能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及

び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要な

ものについては外観の確認が可能な設計とする。【54 条

47】 

 

 構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設

備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）が可

能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及

び日常点検を考慮することにより，分解・開放が不要な

ものについては外観の確認が可能な設計とする。【54 条

46】 

 

・差異なし 

 5.2 材料及び構造等 5.2 材料及び構造等  

  設計基準対象施設（圧縮機，補助ボイラー，蒸気ター

ビン（発電用のものに限る。），発電機，変圧器及び遮断

器を除く。）並びに重大事故等対処設備に属する容器，

管，ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は

炉心支持構造物の材料及び構造は，施設時において，各

機器等のクラス区分に応じて以下のとおりとし，その

際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）又は「発電用原子力設

備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格」（ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＥ１）等に従い設計する。【17 条 1】【55 条

1】 

 

 設計基準対象施設（圧縮機，補助ボイラー，蒸気ター

ビン（発電用のものに限る。），発電機，変圧器及び遮断

器を除く。）並びに重大事故等対処設備に属する容器，

管，ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は

炉心支持構造物の材料及び構造は，施設時において，各

機器等のクラス区分に応じて以下のとおりとし，その

際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）又は「発電用原子力設

備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格」（ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＥ１）等に従い設計する。【17 条 1】【55 条

1】 

 

・差異なし 

  ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の材料及び構造であって，以下によらな

い場合は，当該機器及び支持構造物が，その設計上要求

される強度を確保できるよう日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）

又は「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格

納容器規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＥ１）を参考に同等以

上の性能を有することを確認する。【55 条 2】 

 

 ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス２支持構造物の材料及び構造であって，以下によらな

い場合は，当該機器及び支持構造物が，その設計上要求

される強度を確保できるよう日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）

又は「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格

納容器規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＥ１）を参考に同等以

上の性能を有することを確認する。【55 条 2】 

 

・差異なし 
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  また，重大事故等クラス３機器であって，完成品は，

以下によらず，消防法に基づく技術上の規格等一般産業

品の規格及び基準に適合していることを確認し，使用環

境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる

設計とする。【55 条 3】 

 

 また，重大事故等クラス３機器であって，完成品は，

以下によらず，消防法に基づく技術上の規格等一般産業

品の規格及び基準に適合していることを確認し，使用環

境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる

設計とする。【55 条 3】 

 

・差異なし 

  重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管

のうち主要な耐圧部の溶接部の耐圧試験は，母材と同等

の方法，同じ試験圧力にて実施する。【55 条 4】 

 

 重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス２管

のうち主要な耐圧部の溶接部の耐圧試験は，母材と同等

の方法，同じ試験圧力にて実施する。【55 条 4】 

 

・差異なし 

  なお，各機器等のクラス区分の適用については，別紙

「主要設備リスト」による。【17 条 2】【55 条 5】 

 

 なお，各機器等のクラス区分の適用については，別紙

「主要設備リスト」による。【17 条 2】【55 条 5】 

 

・差異なし 

 5.2.1 材料について 5.2.1 材料について  

 (1) 機械的強度及び化学的成分 (1) 機械的強度及び化学的成分  

 a. クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心支持構

造物は，その使用される圧力，温度，水質，放射線，荷

重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化

学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切

な耐食性を含む。）を有する材料を使用する。【17 条 3】 

 

a. クラス１機器，クラス１支持構造物及び炉心支持構

造物は，その使用される圧力，温度，水質，放射線，荷

重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化

学的成分（使用中の応力その他の使用条件に対する適切

な耐食性を含む。）を有する材料を使用する。【17 条 3】 

 

・差異なし 

 b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，

クラス４管，重大事故等クラス２機器及び重大事故等ク

ラス２支持構造物は，その使用される圧力，温度，荷重

その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する。【17 条 4】【55 条 6】 

 

b. クラス２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，

クラス４管，重大事故等クラス２機器及び重大事故等ク

ラス２支持構造物は，その使用される圧力，温度，荷重

その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する。【17 条 4】【55 条 6】 

 

・差異なし 

 c. 原子炉格納容器であって，鋼製部のみで原子炉格納

容器の構造及び強度を持つ部分（以下「鋼製耐圧部」と

いう。）及びコンクリート製原子炉格納容器の鋼製内張

り部等は，その使用される圧力，温度，湿度，荷重その

他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。【17 条 5】 

 

c. 原子炉格納容器であって，鋼製部のみで原子炉格納

容器の構造及び強度を持つ部分（以下「鋼製耐圧部」と

いう。）及びコンクリート製原子炉格納容器の鋼製内張

り部等は，その使用される圧力，温度，湿度，荷重その

他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。【17 条 5】 

 

・差異なし 

 d. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ス

トレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，その使用され

る圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機

械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。【17

条 6】 

 

d. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ス

トレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，その使用され

る圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機

械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する。【17

条 6】 

 

・差異なし 

 e. 重大事故等クラス３機器は，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して日本産業規格等に

適合した適切な機械的強度及び化学的成分を有する材

料を使用する。【55 条 7】 

 

e. 重大事故等クラス３機器は，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して日本産業規格等に

適合した適切な機械的強度及び化学的成分を有する材

料を使用する。【55 条 7】 

 

・差異なし 
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 f. コンクリート製原子炉格納容器は，その使用される

圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な圧縮

強度を有するコンクリートを使用する。【17 条 7】 

 

f. コンクリート製原子炉格納容器は，その使用される

圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な圧縮

強度を有するコンクリートを使用する。【17 条 7】 

 

・差異なし 

 g. コンクリート製原子炉格納容器は，有害な膨張及び

鉄筋腐食を起こさないよう，長期の耐久性を有するコン

クリートを使用する。【17 条 8】 

 

g. コンクリート製原子炉格納容器は，有害な膨張及び

鉄筋腐食を起こさないよう，長期の耐久性を有するコン

クリートを使用する。【17 条 8】 

 

・差異なし 

 h. コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部

に強度部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着

具（以下「鉄筋等」という。）は，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強

度，化学的成分及び形状寸法を有する材料を使用する。

【17 条 9】 

 

h. コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部

に強度部材として使用する鉄筋並びに緊張材及び定着

具（以下「鉄筋等」という。）は，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強

度，化学的成分及び形状寸法を有する材料を使用する。

【17 条 9】 

 

・差異なし 

 (2) 破壊じん性 (2) 破壊じん性  

 a. クラス１容器は，当該容器が使用される圧力，温度，

放射線，荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん

性を有する材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，

材質又は破壊じん性試験により確認する。【17 条 10】 

 

a. クラス１容器は，当該容器が使用される圧力，温度，

放射線，荷重その他の使用条件に対して適切な破壊じん

性を有する材料を使用する。また，破壊じん性は，寸法，

材質又は破壊じん性試験により確認する。【17 条 10】 

 

・差異なし 

  原子炉圧力容器については，原子炉圧力容器の脆性破

壊を防止するため，中性子照射脆化の影響を考慮した最

低試験温度を確認し，適切な破壊じん性を維持できるよ

う，原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定するこ

とを保安規定に定めて管理する。【14 条 21】 

 

 原子炉圧力容器については，原子炉圧力容器の脆性破

壊を防止するため，中性子照射脆化の影響を考慮した最

低試験温度を確認し，適切な破壊じん性を維持できるよ

う，原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定するこ

とを保安規定に定めて管理する。【14 条 21】 

 

・差異なし 

 b. クラス１機器（クラス１容器を除く。），クラス１支

持構造物（クラス１管及びクラス１弁を支持するものを

除く。），クラス２機器，クラス３機器（工学的安全施設

に属するものに限る。），鋼製耐圧部，コンクリート製原

子炉格納容器の鋼製内張り部等，炉心支持構造物及び重

大事故等クラス２機器は，その最低使用温度に対して適

切な破壊じん性を有する材料を使用する。また，破壊じ

ん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験により確認する。

【17 条 11】【55 条 8】 

 

b. クラス１機器（クラス１容器を除く。），クラス１支

持構造物（クラス１管及びクラス１弁を支持するものを

除く。），クラス２機器，クラス３機器（工学的安全施設

に属するものに限る。），鋼製耐圧部，コンクリート製原

子炉格納容器の鋼製内張り部等，炉心支持構造物及び重

大事故等クラス２機器は，その最低使用温度に対して適

切な破壊じん性を有する材料を使用する。また，破壊じ

ん性は，寸法，材質又は破壊じん性試験により確認する。

【17 条 11】【55 条 8】 

 

・差異なし 

   重大事故等クラス２機器のうち，原子炉圧力容器につ

いては，重大事故等時における温度，放射線，荷重その

他の使用条件に対して損傷するおそれがない設計とす

る。【55 条 9】 

 

 重大事故等クラス２機器のうち，原子炉圧力容器につ

いては，重大事故等時における温度，放射線，荷重その

他の使用条件に対して損傷するおそれがない設計とす

る。【55 条 9】 

 

・差異なし 

 

 

 

 

c. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ス

トレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，その最低使用

温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用す

る。また，破壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試

c. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ス

トレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，その最低使用

温度に対して適切な破壊じん性を有する材料を使用す

る。また，破壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん性試

・差異なし 
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  験により確認する。【17 条 12】 

 

験により確認する。【17 条 12】 

 

 (3) 非破壊試験 (3) 非破壊試験  

  クラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボルトに

限る。），クラス２機器（鋳造品に限る。），炉心支持構造

物及び重大事故等クラス２機器（鋳造品に限る。）に使

用する材料は，非破壊試験により有害な欠陥がないこと

を確認する。【17 条 13】【55 条 10】 

 

 クラス１機器，クラス１支持構造物（棒及びボルトに

限る。），クラス２機器（鋳造品に限る。），炉心支持構造

物及び重大事故等クラス２機器（鋳造品に限る。）に使

用する材料は，非破壊試験により有害な欠陥がないこと

を確認する。【17 条 13】【55 条 10】 

 

・差異なし 

 5.2.2 構造及び強度について 5.2.2 構造及び強度について  

 (1) 延性破断の防止 (1) 延性破断の防止  

 a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，鋼製

耐圧部，コンクリート部が強度を負担しない圧力又は機

械的荷重に対するライナプレート，炉心支持構造物，重

大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３機器は，

最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷され

ている状態（以下「設計上定める条件」という。）におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。【17 条

14】【55 条 11】 

 

a. クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，鋼製

耐圧部，コンクリート部が強度を負担しない圧力又は機

械的荷重に対するライナプレート，炉心支持構造物，重

大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３機器は，

最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷され

ている状態（以下「設計上定める条件」という。）におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。【17 条

14】【55 条 11】 

 

・差異なし 

 b. クラス１支持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ

において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

【17 条 15】 

 

b. クラス１支持構造物は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱ

において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

【17 条 15】 

 

・差異なし 

 c. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ及び附属物（以下「貫通部スリーブ等」

という。）が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及

び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅰ及

び荷重状態Ⅱにおいて，全体的な変形を弾性域に抑える

設計とする。 

 また，ライナアンカについては，全ての荷重状態にお

いて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。【17

条 16】【17 条 17】 

 

c. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ及び附属物（以下「貫通部スリーブ等」

という。）が取り付く部分に限る。），貫通部スリーブ及

び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重状態Ⅰ及

び荷重状態Ⅱにおいて，全体的な変形を弾性域に抑える

設計とする。 

 また，ライナアンカについては，全ての荷重状態にお

いて，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。【17

条 16】【17 条 17】 

 

・差異なし 

 d. クラス１支持構造物であって，クラス１容器に溶接

により取り付けられ，その損壊により，クラス１容器の

損壊を生じさせるおそれがあるものは，b.にかかわら

ず，設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。【17 条 18】 

d. クラス１支持構造物であって，クラス１容器に溶接

により取り付けられ，その損壊により，クラス１容器の

損壊を生じさせるおそれがあるものは，b.にかかわら

ず，設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。【17 条 18】 

・差異なし 

 

 

 

 

 

 

e. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１弁，クラス１支持構造物，

鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。），コンクリート部が強度を負担しない圧力

又は機械的荷重に対するライナプレート及び炉心支持

構造物にあっては，運転状態Ⅲにおいて，全体的な塑性

e. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１弁，クラス１支持構造物，

鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。），コンクリート部が強度を負担しない圧力

又は機械的荷重に対するライナプレート及び炉心支持

構造物にあっては，運転状態Ⅲにおいて，全体的な塑性

・差異なし 
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 変形が生じない設計とする。また，応力が集中する構造

上の不連続部については，補強等により局部的な塑性変

形に止まるよう設計する。【17 条 19】 

 

変形が生じない設計とする。また，応力が集中する構造

上の不連続部については，補強等により局部的な塑性変

形に止まるよう設計する。【17 条 19】 

 

 f. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅲにおいて，全体的な塑性変形が生じない設計とす

る。また，応力が集中する構造上の不連続部については，

補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。

【17 条 20】 

 

f. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅲにおいて，全体的な塑性変形が生じない設計とす

る。また，応力が集中する構造上の不連続部については，

補強等により局部的な塑性変形に止まるよう設計する。

【17 条 20】 

 

・差異なし 

 g. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１支持構造物，鋼製耐圧部（著

しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。），

コンクリート部が強度を負担しない圧力又は機械的荷

重に対するライナプレート及び炉心支持構造物は，運転

状態Ⅳにおいて，延性破断に至る塑性変形が生じない設

計とする。【17 条 21】 

 

g. クラス１容器（オメガシールその他のシールを除

く。），クラス１管，クラス１支持構造物，鋼製耐圧部（著

しい応力が生ずる部分及び特殊な形状の部分に限る。），

コンクリート部が強度を負担しない圧力又は機械的荷

重に対するライナプレート及び炉心支持構造物は，運転

状態Ⅳにおいて，延性破断に至る塑性変形が生じない設

計とする。【17 条 21】 

 

・差異なし 

 h. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅳにおいて，延性破断に至る塑性変形が生じない設

計とする。【17 条 22】 

 

h. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅳにおいて，延性破断に至る塑性変形が生じない設

計とする。【17 条 22】 

 

・差異なし 

 i. クラス４管は，設計上定める条件において，延性破

断に至る塑性変形を生じない設計とする。【17 条 23】 

 

i. クラス４管は，設計上定める条件において，延性破

断に至る塑性変形を生じない設計とする。【17 条 23】 

 

・差異なし 

 j. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，オメガ

シールその他のシールを除く。），クラス１支持構造物

（クラス１容器に溶接により取り付けられ，その損壊に

より，クラス１容器の損壊を生じさせるおそれがあるも

のに限る。）及び鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分

及び特殊な形状の部分に限る。）は，試験状態において，

全体的な塑性変形が生じない設計とする。また，応力が

集中する構造上の不連続部については，補強等により局

部的な塑性変形に止まるよう設計する。【17 条 24】 

 

j. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具，オメガ

シールその他のシールを除く。），クラス１支持構造物

（クラス１容器に溶接により取り付けられ，その損壊に

より，クラス１容器の損壊を生じさせるおそれがあるも

のに限る。）及び鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分

及び特殊な形状の部分に限る。）は，試験状態において，

全体的な塑性変形が生じない設計とする。また，応力が

集中する構造上の不連続部については，補強等により局

部的な塑性変形に止まるよう設計する。【17 条 24】 

 

・差異なし 

 k. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ス

トレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，運転状態Ⅰ，

運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物付着による差圧を考

慮）において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。【17 条 25】 

 

k. 高圧炉心注水系ストレーナ，原子炉隔離時冷却系ス

トレーナ及び残留熱除去系ストレーナは，運転状態Ⅰ，

運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物付着による差圧を考

慮）において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。【17 条 25】 

 

・差異なし 

 l. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接 l. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接 ・差異なし 
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先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針） 
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柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

 により取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，延性破断が生じない設計とする。

【17 条 26】 

 

により取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，延性破断が生じない設計とする。

【17 条 26】 

 

 m. 重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故

等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊に

より重大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそ

れがあるものは，設計上定める条件において，延性破断

が生じない設計とする。【55 条 12】 

 

m. 重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故

等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊に

より重大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそ

れがあるものは，設計上定める条件において，延性破断

が生じない設計とする。【55 条 12】 

 

・差異なし 

 (2) 進行性変形による破壊の防止 (2) 進行性変形による破壊の防止  

 a. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除

く。），クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。），クラス

１支持構造物，鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及

び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は，

運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じ

ない設計とする。【17 条 27】 

 

a. クラス１容器（ボルトその他の固定用金具を除

く。），クラス１管，クラス１弁（弁箱に限る。），クラス

１支持構造物，鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及

び特殊な形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は，

運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じ

ない設計とする。【17 条 27】 

 

・差異なし 

 b. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じない

設計とする。【17 条 28】 

 

b. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，進行性変形が生じない

設計とする。【17 条 28】 

 

・差異なし 

 (3) 疲労破壊の防止 (3) 疲労破壊の防止  

 a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁箱に限

る。），クラス１支持構造物，クラス２管（伸縮継手を除

く。），鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な

形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は，運転状態

Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生じない設計と

する。【17 条 29】 

 

a. クラス１容器，クラス１管，クラス１弁（弁箱に限

る。），クラス１支持構造物，クラス２管（伸縮継手を除

く。），鋼製耐圧部（著しい応力が生ずる部分及び特殊な

形状の部分に限る。）及び炉心支持構造物は，運転状態

Ⅰ及び運転状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生じない設計と

する。【17 条 29】 

 

・差異なし 

 b. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート，

貫通部スリーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）

は，荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生

じない設計とする。【17 条 30】 

 

b. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート，

貫通部スリーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）

は，荷重状態Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生

じない設計とする。【17 条 30】 

 

・差異なし 

 c. クラス２機器，クラス３機器及び重大事故等クラス

２機器の伸縮継手並びに重大事故等クラス２管（伸縮継

手を除く。）は，設計上定める条件で応力が繰り返し加

わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。【17

条 31】【55 条 13】 

 

c. クラス２機器，クラス３機器及び重大事故等クラス

２機器の伸縮継手並びに重大事故等クラス２管（伸縮継

手を除く。）は，設計上定める条件で応力が繰り返し加

わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。【17

条 31】【55 条 13】 

 

・差異なし 

  (4) 座屈による破壊の防止 (4) 座屈による破壊の防止  
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  a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける

円筒形又は管状のものに限る。），クラス１支持構造物及

び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状

態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とす

る。【17 条 32】 

 

a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける

円筒形又は管状のものに限る。），クラス１支持構造物及

び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運転状

態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とす

る。【17 条 32】 

 

・差異なし 

 b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける

円筒形又は管状のものに限る。）及びクラス１支持構造

物（クラス１容器に溶接により取り付けられ，その損壊

により，クラス１容器の損壊を生じさせるおそれがある

ものに限る。）は，試験状態において，座屈が生じない

設計とする。【17 条 33】 

 

b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側から圧力を受ける

円筒形又は管状のものに限る。）及びクラス１支持構造

物（クラス１容器に溶接により取り付けられ，その損壊

により，クラス１容器の損壊を生じさせるおそれがある

ものに限る。）は，試験状態において，座屈が生じない

設計とする。【17 条 33】 

 

・差異なし 

 c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管，クラス３

機器，重大事故等クラス２容器，重大事故等クラス２管

及び重大事故等クラス２支持構造物（重大事故等クラス

２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により重大

事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある

ものに限る。）は，設計上定める条件において，座屈が

生じない設計とする。【17 条 34】【55 条 14】 

 

c. クラス１管，クラス２容器，クラス２管，クラス３

機器，重大事故等クラス２容器，重大事故等クラス２管

及び重大事故等クラス２支持構造物（重大事故等クラス

２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により重大

事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある

ものに限る。）は，設計上定める条件において，座屈が

生じない設計とする。【17 条 34】【55 条 14】 

 

・差異なし 

 d. 鋼製耐圧部は，設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ

及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。

【17 条 35】 

 

d. 鋼製耐圧部は，設計上定める条件並びに運転状態Ⅲ

及び運転状態Ⅳにおいて，座屈が生じない設計とする。

【17 条 35】 

 

・差異なし 

 e. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ，荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳにおい

て，座屈が生じない設計とする。【17 条 36】 

 

e. コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート

（貫通部スリーブ等が取り付く部分に限る。），貫通部ス

リーブ及び定着金具（ライナアンカを除く。）は，荷重

状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ，荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳにおい

て，座屈が生じない設計とする。【17 条 36】 

 

・差異なし 

  f. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接

により取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，座屈が生じないよう設計する。【17

条 37】 

 

f. クラス２支持構造物であって，クラス２機器に溶接

により取り付けられ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものには，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，座屈が生じないよう設計する。【17

条 37】 

 

・差異なし 

 (5) 圧縮破壊の防止 (5) 圧縮破壊の防止  

  コンクリート製原子炉格納容器のコンクリートは，荷

重状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，圧縮破

壊が生じず，かつ，荷重状態Ⅳにおいて，コンクリート

製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が

生じない設計とする。【17 条 38】 

 

 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリートは，荷

重状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，圧縮破

壊が生じず，かつ，荷重状態Ⅳにおいて，コンクリート

製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至る圧縮破壊が

生じない設計とする。【17 条 38】 

 

・差異なし 

 (6) 引張破断の防止 (6) 引張破断の防止  
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  コンクリート製原子炉格納容器の鉄筋等は，荷重状態

Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，降伏せず，か

つ，荷重状態Ⅳにおいて，破断に至るひずみが生じない

設計とする。【17 条 39】 

 

 コンクリート製原子炉格納容器の鉄筋等は，荷重状態

Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，降伏せず，か

つ，荷重状態Ⅳにおいて，破断に至るひずみが生じない

設計とする。【17 条 39】 

 

・差異なし 

 (7) せん断破壊の防止 (7) せん断破壊の防止  

  コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部は，

荷重状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，せん

断破壊が生じず，かつ，荷重状態Ⅳにおいて，コンクリ

ート製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至るせん断

破壊が生じない設計とする。【17 条 40】 

 

 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部は，

荷重状態Ⅰ，荷重状態Ⅱ及び荷重状態Ⅲにおいて，せん

断破壊が生じず，かつ，荷重状態Ⅳにおいて，コンクリ

ート製原子炉格納容器が大きな塑性変形に至るせん断

破壊が生じない設計とする。【17 条 40】 

 

・差異なし 

 (8) ライナプレートにおける荷重及びコンクリート部

の変形等による強制ひずみの制限 

(8) ライナプレートにおける荷重及びコンクリート部

の変形等による強制ひずみの制限 

 

  コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫

通部スリーブ等が取り付く部分を除く。）は，荷重状態

Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，著しい残留ひずみが生じ

ず，かつ，荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳにおいて，破断に

至らない設計とする。【17 条 41】 

 

 コンクリート製原子炉格納容器のライナプレート（貫

通部スリーブ等が取り付く部分を除く。）は，荷重状態

Ⅰ及び荷重状態Ⅱにおいて，著しい残留ひずみが生じ

ず，かつ，荷重状態Ⅲ及び荷重状態Ⅳにおいて，破断に

至らない設計とする。【17 条 41】 

 

・差異なし 

 5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響

部をいう。）について 

 

5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金属部及び熱影響

部をいう。）について 

 

 

  クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，クラス２

管，クラス３容器，クラス３管，クラス４管，原子炉格

納容器，重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス

２管のうち主要な耐圧部の溶接部は，次のとおりとし，

使用前事業者検査により適用基準及び適用規格に適合

していることを確認する。【17 条 42】【55 条 15】 

 

 クラス１容器，クラス１管，クラス２容器，クラス２

管，クラス３容器，クラス３管，クラス４管，原子炉格

納容器，重大事故等クラス２容器及び重大事故等クラス

２管のうち主要な耐圧部の溶接部は，次のとおりとし，

使用前事業者検査により適用基準及び適用規格に適合

していることを確認する。【17 条 42】【55 条 15】 

 

・差異なし 

 ・不連続で特異な形状でない設計とする。【17 条 43】【55

条 16】 

 

・不連続で特異な形状でない設計とする。【17 条 43】【55

条 16】 

 

・差異なし 

 ・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がない

ことを非破壊試験により確認する。【17 条 44】【55 条 17】 

 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がない

ことを非破壊試験により確認する。【17 条 44】【55 条 17】 

 

・差異なし 

 ・適切な強度を有する設計とする。【17 条 45】【55 条 18】 

 

・適切な強度を有する設計とする。【17 条 45】【55 条 18】 

 

・差異なし 

 ・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士

であることを機械試験その他の評価方法によりあらか

じめ確認する。【17 条 46】【55 条 19】 

 

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技能を有する溶接士

であることを機械試験その他の評価方法によりあらか

じめ確認する。【17 条 46】【55 条 19】 

 

・差異なし 

  5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止 5.3 使用中の亀裂等による破壊の防止  



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 本文-008-4（比較表） 改 0 

提出年月日 2023 年 10 月 10 日 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針） 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針）－ 28 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

島根原子力発電所第 2号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   クラス１機器，クラス１支持構造物，クラス２機器，

クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４管，原子

炉格納容器，炉心支持構造物，重大事故等クラス２機器

及び重大事故等クラス２支持構造物は，使用される環境

条件を踏まえ応力腐食割れに対して残留応力が影響す

る場合，有意な残留応力が発生すると予想される部位の

応力緩和を行う。【18 条 1】【56 条 1】 

 

 クラス１機器，クラス１支持構造物，クラス２機器，

クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４管，原子

炉格納容器，炉心支持構造物，重大事故等クラス２機器

及び重大事故等クラス２支持構造物は，使用される環境

条件を踏まえ応力腐食割れに対して残留応力が影響す

る場合，有意な残留応力が発生すると予想される部位の

応力緩和を行う。【18 条 1】【56 条 1】 

 

・差異なし 

  使用中のクラス１機器，クラス１支持構造物，クラス

２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４

管，原子炉格納容器，炉心支持構造物，重大事故等クラ

ス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物は，亀裂そ

の他の欠陥により破壊が引き起こされないよう，保安規

定に基づき「実用発電用原子炉及びその附属施設におけ

る破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従っ

て検査及び維持管理を行う。【18 条 2】【56 条 2】 

 

 使用中のクラス１機器，クラス１支持構造物，クラス

２機器，クラス２支持構造物，クラス３機器，クラス４

管，原子炉格納容器，炉心支持構造物，重大事故等クラ

ス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物は，亀裂そ

の他の欠陥により破壊が引き起こされないよう，保安規

定に基づき「実用発電用原子炉及びその附属施設におけ

る破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従っ

て検査及び維持管理を行う。【18 条 2】【56 条 2】 

 

・差異なし 

  使用中のクラス１機器の耐圧部分は，貫通する亀裂そ

の他の欠陥が発生しないよう，保安規定に基づき「実用

発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起

こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及び維持

管理を行う。【18 条 3】 

 

 使用中のクラス１機器の耐圧部分は，貫通する亀裂そ

の他の欠陥が発生しないよう，保安規定に基づき「実用

発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起

こす亀裂その他の欠陥の解釈」等に従って検査及び維持

管理を行う。【18 条 3】 

 

・差異なし 

 5.4 耐圧試験等 5.4 耐圧試験等  

 (1) クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，ク

ラス４管及び原子炉格納容器は，施設時に，次に定める

ところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐

え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。【21 条

1】 

 

(1) クラス１機器，クラス２機器，クラス３機器，ク

ラス４管及び原子炉格納容器は，施設時に，次に定める

ところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐

え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。【21 条

1】 

 

・差異なし 

  ただし，気圧により試験を行う場合であって，当該圧

力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使

用圧力（原子炉格納容器にあっては，最高使用圧力の0.9

倍）までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。

【21 条 2】 

 

 ただし，気圧により試験を行う場合であって，当該圧

力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使

用圧力（原子炉格納容器にあっては，最高使用圧力の0.9

倍）までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。

【21 条 2】 

 

・差異なし 

  なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に

従って実施する。【21 条 3】 

 

 なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に

従って実施する。【21 条 3】 

 

・差異なし 

 a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の

最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形

が弾性域の範囲内となる圧力とする。【21 条 4】 

 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の

最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形

が弾性域の範囲内となる圧力とする。【21 条 4】 

 

・差異なし 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 本文-008-4（比較表） 改 0 

提出年月日 2023 年 10 月 10 日 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針） 
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設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

   ただし，クラス１機器，クラス２管又はクラス３管で

あって原子炉圧力容器と一体で耐圧試験を行う場合の

圧力は，燃料体の装荷までの間に試験を行った後におい

ては，通常運転時の圧力を超える圧力とする。【21 条 5】 

 

 ただし，クラス１機器，クラス２管又はクラス３管で

あって原子炉圧力容器と一体で耐圧試験を行う場合の

圧力は，燃料体の装荷までの間に試験を行った後におい

ては，通常運転時の圧力を超える圧力とする。【21 条 5】 

 

・差異なし 

 b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による

外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧と

の最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐

圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。

【21 条 6】 

 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による

外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧と

の最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐

圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。

【21 条 6】 

 

・差異なし 

 (2) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３

機器に属する機器は，施設時に，当該機器の使用時にお

ける圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，

著しい漏えいがないことを確認する。【58 条 1】 

 

(2) 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス３

機器に属する機器は，施設時に，当該機器の使用時にお

ける圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，

著しい漏えいがないことを確認する。【58 条 1】 

 

・差異なし 

  なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に

従って実施する。【58 条 2】 

 なお，耐圧試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）等に

従って実施する。【58 条 2】 

・差異なし 

  ただし，使用時における圧力で耐圧試験を行うことが

困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により

確認する。【58 条 3】 

 

 ただし，使用時における圧力で耐圧試験を行うことが

困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により

確認する。【58 条 3】 

 

・差異なし 

  重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づく技

術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は，上記によ

らず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないこ

との確認とすることもできるものとする。【58 条 4】 

 

 重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づく技

術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は，上記によ

らず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないこ

との確認とすることもできるものとする。【58 条 4】 

 

・差異なし 

 (3) 使用中のクラス１機器，クラス２機器，クラス３

機器及びクラス４管は，通常運転時における圧力で，使

用中の重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

３機器に属する機器は，当該機器の使用時における圧力

で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを

確認する。【21 条 7】【58 条 5】 

 

(3) 使用中のクラス１機器，クラス２機器，クラス３

機器及びクラス４管は，通常運転時における圧力で，使

用中の重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

３機器に属する機器は，当該機器の使用時における圧力

で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを

確認する。【21 条 7】【58 条 5】 

 

・差異なし 

  なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設

備規格 維持規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１）等に従っ

て実施する。【21 条 8】【58 条 6】 

 なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設

備規格 維持規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１）等に従っ

て実施する。【21 条 8】【58 条 6】 

・差異なし 

  ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス３機器に属する機器は使用時における圧力で試験を

行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評

価等により確認する。【58 条 7】 

 

 ただし，重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラ

ス３機器に属する機器は使用時における圧力で試験を

行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評

価等により確認する。【58 条 7】 

 

・差異なし 

  

 

 重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づく技

術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は，上記によ

 重大事故等クラス３機器であって，消防法に基づく技

術上の規格等を満たす一般産業品の完成品は，上記によ

・差異なし 
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柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

 らず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないこ

との確認とすることもできるものとする。【58 条 8】 

 

らず，運転性能試験や目視等による有害な欠陥がないこ

との確認とすることもできるものとする。【58 条 8】 

 

 (4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力の 0.9 倍に等し

い気圧で気密試験を行ったとき，著しい漏えいがないこ

とを確認する。【21 条 9】 

 

(4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力の 0.9 倍に等し

い気圧で気密試験を行ったとき，著しい漏えいがないこ

とを確認する。【21 条 9】 

 

・差異なし 

  なお，漏えい率試験は，日本電気協会「原子炉格納容

器の漏えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４２０３）等に従っ

て行う。【21 条 10】 

 

 なお，漏えい率試験は，日本電気協会「原子炉格納容

器の漏えい率試験規程」（ＪＥＡＣ４２０３）等に従っ

て行う。【21 条 10】 

 

・差異なし 

  ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一故障の考慮につ

いては，判定基準に適切な余裕係数を見込むか，内側隔

離弁を開とし外側隔離弁を閉として試験を実施する。

【21 条 11】 

 

 ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一故障の考慮につ

いては，判定基準に適切な余裕係数を見込むか，内側隔

離弁を開とし外側隔離弁を閉として試験を実施する。

【21 条 11】 

 

・差異なし 

 5.5 安全弁等 5.5 安全弁等  

  蒸気タービン，発電機，変圧器及び遮断器を除く設計

基準対象施設及び重大事故等対処施設に設置する安全

弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁は，日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１）及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2001）及び（Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005）【事例規格】過圧防護に関

する規定」（ＮＣ－ＣＣ－００１）に適合するよう，以

下のとおり設計する。 

 なお，安全弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁につ

いては，施設時に適用した告示（通商産業省「発電用原

子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55 年通商産

業省告示第５０１号）」）の規定に適合する設計とする。

【20 条 1】【20 条 2】【57 条 1】【57 条 2】 

 

 蒸気タービン，発電機，変圧器及び遮断器を除く設計

基準対象施設及び重大事故等対処施設に設置する安全

弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁は，日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１）及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 

設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2001）及び（Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005）【事例規格】過圧防護に関

する規定」（ＮＣ－ＣＣ－００１）に適合するよう，以

下のとおり設計する。 

 なお，安全弁，逃がし弁，破壊板及び真空破壊弁につ

いては，施設時に適用した告示（通商産業省「発電用原

子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55 年通商産

業省告示第５０１号）」）の規定に適合する設計とする。

【20 条 1】【20 条 2】【57 条 1】【57 条 2】 

 

・差異なし 

  安全弁及び逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」におい

て「安全弁等」という。）は，確実に作動する構造を有す

る設計とする。【20 条 3】【57 条 3】 

 

 安全弁及び逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」におい

て「安全弁等」という。）は，確実に作動する構造を有す

る設計とする。【20 条 3】【57 条 3】 

 

・差異なし 

  安全弁等の弁軸は，弁座面からの漏えいを適切に防止

できる構造とする。【20 条 4】【57 条 4】 

 

 安全弁等の弁軸は，弁座面からの漏えいを適切に防止

できる構造とする。【20 条 4】【57 条 4】 

 

・差異なし 

  安全弁等又は真空破壊弁の材料は，容器及び管の重要

度に応じて適切な材料を使用する。【20 条 5】【20 条 26】

【57 条 5】【57 条 23】 

 

 安全弁等又は真空破壊弁の材料は，容器及び管の重要

度に応じて適切な材料を使用する。【20 条 5】【20 条 26】

【57 条 5】【57 条 23】 

 

・差異なし 

  

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に係る安

全弁又は逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」において「安

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に係る安

全弁又は逃がし弁（以下「5.5 安全弁等」において「安

・差異なし 
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 全弁」という。）のうち，補助作動装置付きの安全弁に

あっては，当該補助作動装置が故障しても系統の圧力を

その最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な

吹出し容量が得られる構造とする。【20 条 6】【57 条 6】 

 

全弁」という。）のうち，補助作動装置付きの安全弁に

あっては，当該補助作動装置が故障しても系統の圧力を

その最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要な

吹出し容量が得られる構造とする。【20 条 6】【57 条 6】 

 

  設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち減

圧弁を有する管であって，その低圧側の設備が高圧側の

圧力に耐えられる設計となっていないもののうちクラ

ス１管以外のものについては，減圧弁の低圧側の系統の

健全性を維持するために必要な容量を持つ安全弁等を1

個以上，減圧弁に接近して設置し，高圧側の圧力による

損傷を防止する設計とする。なお，容量は当該安全弁等

の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることに

より，系統の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保

持するのに必要な容量を算定する。【20 条 11】【20 条 12】

【57 条 11】【57 条 12】 

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち減

圧弁を有する管であって，その低圧側の設備が高圧側の

圧力に耐えられる設計となっていないもののうちクラ

ス１管以外のものについては，減圧弁の低圧側の系統の

健全性を維持するために必要な容量を持つ安全弁等を1

個以上，減圧弁に接近して設置し，高圧側の圧力による

損傷を防止する設計とする。なお，容量は当該安全弁等

の吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせることに

より，系統の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保

持するのに必要な容量を算定する。【20 条 11】【20 条 12】

【57 条 11】【57 条 12】 

 

・差異なし 

  また，安全弁は，吹出し圧力を下回った後に，速やか

に吹き止まる構造とする。【20 条 13】【57 条 13】 

 

 また，安全弁は，吹出し圧力を下回った後に，速やか

に吹き止まる構造とする。【20 条 13】【57 条 13】 

 

・差異なし 

  なお，クラス１管には減圧弁を設置しない設計とす

る。【20 条 14】 

 

 なお，クラス１管には減圧弁を設置しない設計とす

る。【20 条 14】 

 

・差異なし 

  原子炉圧力容器，補助ボイラー及び原子炉格納容器を

除く設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属す

る容器又は管であって，内部に過圧が生ずるおそれがあ

るものにあっては，過圧防止に必要な容量を持つ安全弁

等を 1個以上設置し，内部の過圧による損傷を防止する

設計とする。なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と

設置個数を適切に組み合わせることにより，系統の圧力

をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要

な容量を算定する。【20 条 15】【20 条 16】【57 条 14】【57

条 15】 

 

 原子炉圧力容器，補助ボイラー及び原子炉格納容器を

除く設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属す

る容器又は管であって，内部に過圧が生ずるおそれがあ

るものにあっては，過圧防止に必要な容量を持つ安全弁

等を 1個以上設置し，内部の過圧による損傷を防止する

設計とする。なお，容量は当該安全弁等の吹出し圧力と

設置個数を適切に組み合わせることにより，系統の圧力

をその最高使用圧力の 1.1 倍以下に保持するのに必要

な容量を算定する。【20 条 15】【20 条 16】【57 条 14】【57

条 15】 

 

・差異なし 

  また，安全弁は吹出し圧力を下回った後に，速やかに

吹き止まる構造とする。【20 条 17】【57 条 16】 

 

 また，安全弁は吹出し圧力を下回った後に，速やかに

吹き止まる構造とする。【20 条 17】【57 条 16】 

 

・差異なし 

  安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は，当該容器

の最高使用圧力以下で破壊し，破壊板の破壊により安全

弁等の機能を損なわないよう設計する。【20 条 18】【57

条 17】 

 

 安全弁等の入口側に破壊板を設ける場合は，当該容器

の最高使用圧力以下で破壊し，破壊板の破壊により安全

弁等の機能を損なわないよう設計する。【20 条 18】【57

条 17】 

 

・差異なし 

  設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する安

全弁等の出口側に破壊板を設ける場合は，安全弁等の動

作を妨げないように低圧で破壊し，破壊板の破壊により

吹出し管の機能を損なわない設計とする。【20 条 19】 

 設計基準対象施設に属する容器又は管に設置する安

全弁等の出口側に破壊板を設ける場合は，安全弁等の動

作を妨げないように低圧で破壊し，破壊板の破壊により

吹出し管の機能を損なわない設計とする。【20 条 19】 

・差異なし 
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  また，破壊板の吹出し圧力に安全弁等の吹出し圧力を

加えた圧力が，過圧防止に必要な吹出し圧力以下となる

設計とする。【20 条 20】 

 

 また，破壊板の吹出し圧力に安全弁等の吹出し圧力を

加えた圧力が，過圧防止に必要な吹出し圧力以下となる

設計とする。【20 条 20】 

 

・差異なし 

  破壊板を支持する構造は，流体が排出する場合の通過

面積が安全弁等の出口の面積以上となる設計とする。

【20 条 21】 

 

 破壊板を支持する構造は，流体が排出する場合の通過

面積が安全弁等の出口の面積以上となる設計とする。

【20 条 21】 

 

・差異なし 

  重大事故等対処施設に属する容器又は管に設置する

安全弁等の出口側には，破壊板を設置しない設計とす

る。【57 条 18】 

 

 重大事故等対処施設に属する容器又は管に設置する

安全弁等の出口側には，破壊板を設置しない設計とす

る。【57 条 18】 

 

・差異なし 

  設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属する

容器として，液体炭酸ガス等の安全弁等の作動を不能に

するおそれのある物質を内包する容器にあっては，容器

の過圧防止に必要な容量を持つ破壊板を 1 個以上設置

し，内部の過圧による損傷を防止する設計とする。なお，

容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせるこ

とにより，容器の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下

に保持するのに必要な容量を算定する。【20 条 22】【20

条 23】【57 条 19】【57 条 20】 

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属する

容器として，液体炭酸ガス等の安全弁等の作動を不能に

するおそれのある物質を内包する容器にあっては，容器

の過圧防止に必要な容量を持つ破壊板を 1 個以上設置

し，内部の過圧による損傷を防止する設計とする。なお，

容量は吹出し圧力と設置個数を適切に組み合わせるこ

とにより，容器の圧力をその最高使用圧力の 1.1 倍以下

に保持するのに必要な容量を算定する。【20 条 22】【20

条 23】【57 条 19】【57 条 20】 

 

・差異なし 

  なお，容器と破壊板との間に連絡管は設置しない設計

とする。【20 条 24】【57 条 21】 

 

 なお，容器と破壊板との間に連絡管は設置しない設計

とする。【20 条 24】【57 条 21】 

 

・差異なし 

  設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属する

容器又は管に設置する安全弁等又は破壊板の入口側又

は出口側に止め弁を設置する場合は，発電用原子炉の起

動時及び運転中に止め弁が全開している事が確認でき

る設計とする。【20 条 25】【57 条 22】 

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に属する

容器又は管に設置する安全弁等又は破壊板の入口側又

は出口側に止め弁を設置する場合は，発電用原子炉の起

動時及び運転中に止め弁が全開している事が確認でき

る設計とする。【20 条 25】【57 条 22】 

 

・差異なし 

  内部が大気圧未満となることにより外面に設計上定

める圧力を超える圧力を受けるおそれがある設計基準

対象施設及び重大事故等対処施設に属する容器又は管

については，適切な箇所に過圧防止に必要な容量以上と

なる真空破壊弁を 1個以上設置し，負圧による容器又は

管の損傷を防止する設計とする。【20 条 29】【57 条 25】 

 

 内部が大気圧未満となることにより外面に設計上定

める圧力を超える圧力を受けるおそれがある設計基準

対象施設及び重大事故等対処施設に属する容器又は管

については，適切な箇所に過圧防止に必要な容量以上と

なる真空破壊弁を 1個以上設置し，負圧による容器又は

管の損傷を防止する設計とする。【20 条 29】【57 条 25】 

 

・差異なし 

   設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち，流

体に放射性物質を含む系統に設置する安全弁等，破壊板

又は真空破壊弁は，放出される流体を，放射性廃棄物を

一時的に貯蔵するタンクを介して廃棄物処理施設に導

くことにより，安全に処理することができる設計とす

る。【20 条 30】【57 条 26】 

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち，流

体に放射性物質を含む系統に設置する安全弁等，破壊板

又は真空破壊弁は，放出される流体を，放射性廃棄物を

一時的に貯蔵するタンクを介して廃棄物処理施設に導

くことにより，安全に処理することができる設計とす

る。【20 条 30】【57 条 26】 

 

・差異なし 

 5.6 逆止め弁 5.6 逆止め弁  
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設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

    放射性物質を含む原子炉冷却材を内包する容器若し

くは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃棄物

貯蔵設備及び換気設備を除く。）へ放射性物質を含まな

い流体を導く管には，逆止め弁を設ける設計とし，放射

性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体側へ逆

流することによる汚染拡大を防止する。【30 条 1】 

 

 放射性物質を含む原子炉冷却材を内包する容器若し

くは管又は放射性廃棄物処理設備（排気筒並びに廃棄物

貯蔵設備及び換気設備を除く。）へ放射性物質を含まな

い流体を導く管には，逆止め弁を設ける設計とし，放射

性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体側へ逆

流することによる汚染拡大を防止する。【30 条 1】 

 

・差異なし 

  ただし，上記において，放射性物質を含む流体と放射

性物質を含まない流体を導く管が直接接続されていな

い場合又は十分な圧力差を有している場合は，逆流する

おそれがないため，逆止め弁の設置を不要とする。【30

条 2】 

 

 ただし，上記において，放射性物質を含む流体と放射

性物質を含まない流体を導く管が直接接続されていな

い場合又は十分な圧力差を有している場合は，逆流する

おそれがないため，逆止め弁の設置を不要とする。【30

条 2】 

 

・差異なし 

 5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件 5.7 内燃機関及びガスタービンの設計条件  

 5.7.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 5.7.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設  

  設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設す

る内燃機関（以下「内燃機関」という。）及び重大事故等

対処施設に施設するガスタービン（以下「ガスタービン」

という。）は，非常調速装置が作動したときに達する回

転速度に対して構造上十分な機械的強度を有する設計

とする。【48 条 15】【78 条 3】【78 条 10】 

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設す

る内燃機関（以下「内燃機関」という。）及び重大事故等

対処施設に施設するガスタービン（以下「ガスタービン」

という。）は，非常調速装置が作動したときに達する回

転速度に対して構造上十分な機械的強度を有する設計

とする。【48 条 15】【78 条 3】【78 条 10】 

 

・差異なし 

  ガスタービンは，ガスの温度が著しく上昇した場合に

燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに

達するガス温度に対して構造上十分な熱的強度を有す

る設計とする。【78 条 4】 

 

 ガスタービンは，ガスの温度が著しく上昇した場合に

燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに

達するガス温度に対して構造上十分な熱的強度を有す

る設計とする。【78 条 4】 

 

・差異なし 

  内燃機関及びガスタービンの軸受は運転中の荷重を

安定に支持できるものであって，かつ，異常な摩耗，変

形及び過熱が生じない設計とする。【48 条 16】【78 条 5】

【78 条 11】 

 

 内燃機関及びガスタービンの軸受は運転中の荷重を

安定に支持できるものであって，かつ，異常な摩耗，変

形及び過熱が生じない設計とする。【48 条 16】【78 条 5】

【78 条 11】 

 

・差異なし 

  ガスタービンの危険速度は，調速装置により調整可能

な最小の回転速度から非常調速装置が作動したときに

達する回転速度までの間に発生しないように設計する。

【78 条 6】 

 

 ガスタービンの危険速度は，調速装置により調整可能

な最小の回転速度から非常調速装置が作動したときに

達する回転速度までの間に発生しないように設計する。

【78 条 6】 

 

・差異なし 

  内燃機関及びガスタービンの耐圧部の構造は，最高使

用圧力又は最高使用温度において発生する耐圧部分に

生じる応力は当該部分に使用する材料の許容応力以下

となる設計とする。【48 条 17】【78 条 7】【78 条 12】 

 

 内燃機関及びガスタービンの耐圧部の構造は，最高使

用圧力又は最高使用温度において発生する耐圧部分に

生じる応力は当該部分に使用する材料の許容応力以下

となる設計とする。【48 条 17】【78 条 7】【78 条 12】 

 

・差異なし 

  内燃機関を屋内に設置するときは，酸素欠乏の発生の

おそれのないように，給排気部を設ける設計とする。【48

条 39】 

 内燃機関を屋内に設置するときは，酸素欠乏の発生の

おそれのないように，給排気部を設ける設計とする。【48

条 39】 

・差異なし 
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柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

    内燃機関及びガスタービンは，その回転速度及び出力

が負荷の変動により持続的に動揺することを防止する

調速装置を設けるとともに，運転中に生じた過速度その

他の異常による設備の破損を防止するため，その異常が

発生した場合に内燃機関及びガスタービンを安全に停

止させる非常調速装置その他の非常停止装置を設置す

る設計とする。【48 条 18】【78 条 8】【78 条 13】 

 

 内燃機関及びガスタービンは，その回転速度及び出力

が負荷の変動により持続的に動揺することを防止する

調速装置を設けるとともに，運転中に生じた過速度その

他の異常による設備の破損を防止するため，その異常が

発生した場合に内燃機関及びガスタービンを安全に停

止させる非常調速装置その他の非常停止装置を設置す

る設計とする。【48 条 18】【78 条 8】【78 条 13】 

 

・差異なし 

  内燃機関及びその付属設備であって過圧が生じるお

それのあるものには，適切な過圧防止装置を設ける設計

とする。【48 条 19】【78 条 14】 

 

 内燃機関及びその付属設備であって過圧が生じるお

それのあるものには，適切な過圧防止装置を設ける設計

とする。【48 条 19】【78 条 14】 

 

・差異なし 

  内燃機関及びガスタービンには，設備の損傷を防止す

るために，回転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運

転状態を計測する装置を設ける設計とする。【48 条 20】

【78 条 9】【78 条 15】 

 

 内燃機関及びガスタービンには，設備の損傷を防止す

るために，回転速度，潤滑油圧力及び潤滑油温度等の運

転状態を計測する装置を設ける設計とする。【48 条 20】

【78 条 9】【78 条 15】 

 

・差異なし 

  内燃機関及びガスタービンの付属設備に属する容器

及び管は発電用原子炉施設として，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則」の材料及び

構造，安全弁等，耐圧試験等の規定を満たす設計とする。

【48 条 14】【78 条 1】【78 条 2】 

 

 内燃機関及びガスタービンの付属設備に属する容器

及び管は発電用原子炉施設として，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則」の材料及び

構造，安全弁等，耐圧試験等の規定を満たす設計とする。

【48 条 14】【78 条 1】【78 条 2】 

 

・差異なし 

 5.7.2 可搬型重大事故等対処設備 5.7.2 可搬型重大事故等対処設備  

  可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，流入する燃料

を自動的に調整する調速装置並びに軸受が異常な摩耗，

変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計

とする。【78 条 16】 

 

 可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，流入する燃料

を自動的に調整する調速装置並びに軸受が異常な摩耗，

変形及び過熱が生じないよう潤滑油装置を設ける設計

とする。【78 条 16】 

 

・差異なし 

  可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度，潤

滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測する装置

を設ける設計とする。【78 条 17】 

 

 可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度，潤

滑油圧力及び潤滑油温度等の運転状態を計測する装置

を設ける設計とする。【78 条 17】 

 

・差異なし 

  可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度が著

しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇した場

合等に自動的に停止する設計とする。【78 条 18】 

 可搬型の非常用発電装置の内燃機関は，回転速度が著

しく上昇した場合及び冷却水温度が著しく上昇した場

合等に自動的に停止する設計とする。【78 条 18】 

・差異なし 

  可搬型の非常用発電装置の強度については，完成品と

して一般産業品規格で規定される温度試験等を実施し，

定格負荷状態において十分な強度を有する設計とする。

【78 条 19】 

 

 可搬型の非常用発電装置の強度については，完成品と

して一般産業品規格で規定される温度試験等を実施し，

定格負荷状態において十分な強度を有する設計とする。

【78 条 19】 

 

・差異なし 

 5.8 電気設備の設計条件 5.8 電気設備の設計条件  

 5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設  

  

 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設す

る電気設備（以下「電気設備」という。）は，感電又は火

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設に施設す

る電気設備（以下「電気設備」という。）は，感電又は火

・差異なし 
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 災のおそれがないように接地し，充電部分に容易に接触

できない設計とする。【48 条 21】【78 条 20】 

 

災のおそれがないように接地し，充電部分に容易に接触

できない設計とする。【48 条 21】【78 条 20】 

 

  電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分におい

て電気抵抗を増加させないように端子台等により接続

するほか，期待される使用状態において断線のおそれが

ない設計とする。【48 条 22】【78 条 21】 

 

 電気設備は，電路を絶縁し，電線等が接続部分におい

て電気抵抗を増加させないように端子台等により接続

するほか，期待される使用状態において断線のおそれが

ない設計とする。【48 条 22】【78 条 21】 

 

・差異なし 

  電気設備における電路に施設する電気機械器具は，期

待される使用状態において発生する熱に耐えるものと

し，高圧又は特別高圧の電気機械器具については，可燃

性の物と隔離する設計とする。【48 条 23】【78 条 22】 

 

 電気設備における電路に施設する電気機械器具は，期

待される使用状態において発生する熱に耐えるものと

し，高圧又は特別高圧の電気機械器具については，可燃

性の物と隔離する設計とする。【48 条 23】【78 条 22】 

 

・差異なし 

  電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じること

ができるよう，適切な箇所に接地を施す設計とする。【48

条 24】【78 条 23】 

 

 電気設備は，電流が安全かつ確実に大地に通じること

ができるよう，適切な箇所に接地を施す設計とする。【48

条 24】【78 条 23】 

 

・差異なし 

  電気設備における高圧の電路と低圧の電路とを結合

する変圧器には，適切な箇所に接地を施し，変圧器によ

り特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，避雷器

を施設する設計とする。【48 条 25】【78 条 24】 

 

 電気設備における高圧の電路と低圧の電路とを結合

する変圧器には，適切な箇所に接地を施し，変圧器によ

り特別高圧の電路に結合される高圧の電路には，避雷器

を施設する設計とする。【48 条 25】【78 条 24】 

 

・差異なし 

  電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器又は地

絡遮断器を施設する設計とする。【48 条 26】【78 条 25】 

 

 電気設備は，電路の必要な箇所に過電流遮断器又は地

絡遮断器を施設する設計とする。【48 条 26】【78 条 25】 

 

・差異なし 

  電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計とする。【48 条 27】

【78 条 26】 

 

 電気設備は，他の電気設備その他の物件の機能に電気

的又は磁気的な障害を与えない設計とする。【48 条 27】

【78 条 26】 

 

・差異なし 

  電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器具及

び母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれが

ないよう発電所にフェンス等を設ける設計とする。【48

条 28】【78 条 27】 

 

 電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器具及

び母線等は，取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれが

ないよう発電所にフェンス等を設ける設計とする。【48

条 28】【78 条 27】 

 

・差異なし 

  電気設備における架空電線は，接触又は誘導作用によ

る感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそ

れがない高さに施設する設計とする。【48 条 29】 

 

 電気設備における架空電線は，接触又は誘導作用によ

る感電のおそれがなく，かつ，交通に支障を及ぼすおそ

れがない高さに施設する設計とする。【48 条 29】 

 

・差異なし 

   電気設備における電力保安通信線は，他の電線等を損

傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線によって生じ

る混触による感電又は火災のおそれがない設計とする。

【48 条 40】 

 

 電気設備における電力保安通信線は，他の電線等を損

傷するおそれがなく，かつ，接触又は断線によって生じ

る混触による感電又は火災のおそれがない設計とする。

【48 条 40】 

 

・差異なし 

  

 

 電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力に耐

え，かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知するととも

 電気設備のうちガス絶縁機器は，最高使用圧力に耐

え，かつ，漏えいがなく，異常な圧力を検知するととも

・差異なし 
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 に，使用する絶縁ガスは可燃性，腐食性及び有毒性のな

い設計とする。【48 条 30】 

 

に，使用する絶縁ガスは可燃性，腐食性及び有毒性のな

い設計とする。【48 条 30】 

 

   電気設備のうち開閉器又は断路器に使用する圧縮空

気装置は，最高使用圧力に耐え，かつ，漏えいがなく，

異常な圧力を検知するとともに，圧力が上昇した場合に

最高使用圧力に到達する前に圧力を低下させ，空気タン

クの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復できる

機能を有し，空気タンクは耐食性を有する設計とする。

【48 条 31】 

 

 電気設備のうち開閉器又は断路器に使用する圧縮空

気装置は，最高使用圧力に耐え，かつ，漏えいがなく，

異常な圧力を検知するとともに，圧力が上昇した場合に

最高使用圧力に到達する前に圧力を低下させ，空気タン

クの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復できる

機能を有し，空気タンクは耐食性を有する設計とする。

【48 条 31】 

 

・差異なし 

  電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏えい又

は空気の混入のおそれがなく，水素が大気圧で爆発する

場合に生じる圧力に耐える強度を有し，異常を早期に検

知し警報する機能を有する設計とする。【48 条 32】 

 

 電気設備のうち水素冷却式発電機は，水素の漏えい又

は空気の混入のおそれがなく，水素が大気圧で爆発する

場合に生じる圧力に耐える強度を有し，異常を早期に検

知し警報する機能を有する設計とする。【48 条 32】 

 

・差異なし 

  電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部から漏え

いした水素を外部に放出でき，発電機内への水素の導入

及び発電機内からの水素の外部への放出が安全にでき

る設計とする。【48 条 33】 

 

 電気設備のうち水素冷却式発電機は，軸封部から漏え

いした水素を外部に放出でき，発電機内への水素の導入

及び発電機内からの水素の外部への放出が安全にでき

る設計とする。【48 条 33】 

 

・差異なし 

  電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器には，異

常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装

置を施設する設計とする。【48 条 34】【78 条 28】 

 

 電気設備のうち発電機又は特別高圧の変圧器には，異

常が生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装

置を施設する設計とする。【48 条 34】【78 条 28】 

 

・差異なし 

  電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電流によ

り生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転する部分につ

いては非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し耐える設計とする。【48 条 35】【78

条 29】 

 

 電気設備のうち発電機及び変圧器等は，短絡電流によ

り生じる機械的衝撃に耐え，発電機の回転する部分につ

いては非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作

して達する速度に対し耐える設計とする。【48 条 35】【78

条 29】 

 

・差異なし 

  また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受又は軸

に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的

強度を有した設計とする。【48 条 36】 

 

 また，蒸気タービンに接続する発電機は，軸受又は軸

に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的

強度を有した設計とする。【48 条 36】 

 

・差異なし 

  電気設備においては，運転に必要な知識及び技能を有

する者が発電所構内に常時駐在し，異常を早期に発見で

きる設計とする。【48 条 37】【78 条 30】 

 

 電気設備においては，運転に必要な知識及び技能を有

する者が発電所構内に常時駐在し，異常を早期に発見で

きる設計とする。【48 条 37】【78 条 30】 

 

・差異なし 

   電気設備において，発電所の架空電線引込口及び引出

口又はこれに近接する箇所には，避雷器を施設する設計

とする。【48 条 38】 

 

 電気設備において，発電所の架空電線引込口及び引出

口又はこれに近接する箇所には，避雷器を施設する設計

とする。【48 条 38】 

 

・差異なし 

  

 

 電気設備における電力保安通信線は，機械的衝撃又は

火災等により通信の機能を損なうおそれがない設計と

 電気設備における電力保安通信線は，機械的衝撃又は

火災等により通信の機能を損なうおそれがない設計と

・差異なし 



柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 設計及び工事計画審査資料 

資料番号 KK6 本文-008-4（比較表） 改 0 

提出年月日 2023 年 10 月 10 日 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針） 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針）－ 37 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

島根原子力発電所第 2号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

 する。【48 条 41】 

 

する。【48 条 41】 

 

  

 

 

 

  

 5.8.2 可搬型重大事故等対処設備 5.8.2 可搬型重大事故等対処設備  

  可搬型の非常用発電装置の発電機は，電気的・機械的

に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し，耐熱性及び耐湿

性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。【78 条 31】 

 

 可搬型の非常用発電装置の発電機は，電気的・機械的

に十分な性能を持つ絶縁巻線を使用し，耐熱性及び耐湿

性を考慮した絶縁処理を施す設計とする。【78 条 31】 

 

・差異なし 

  可搬型の非常用発電装置の発電機は，過電流が発生し

た場合等に自動的に停止する設計とする。【78 条 32】 

 

 可搬型の非常用発電装置の発電機は，過電流が発生し

た場合等に自動的に停止する設計とする。【78 条 32】 

 

・差異なし 

  可搬型の非常用発電装置の発電機は，定格出力のもと

で 1時間運転し，安定した運転が維持されることを確認

した設備とする。【78 条 33】 

 

 可搬型の非常用発電装置の発電機は，定格出力のもと

で 1時間運転し，安定した運転が維持されることを確認

した設備とする。【78 条 33】 

 

・差異なし 

 6. その他 6. その他  

 6.1 立ち入りの防止 6.1 立ち入りの防止  

  発電所には，人がみだりに管理区域内に立ち入らない

ように壁，柵，塀等の人の侵入を防止するための設備を

設け，かつ，管理区域である旨を表示する設計とする。

【8条 1】 

 

 発電所には，人がみだりに管理区域内に立ち入らない

ように壁，柵，塀等の人の侵入を防止するための設備を

設け，かつ，管理区域である旨を表示する設計とする。

【8条 1】 

 

・差異なし 

  保全区域と管理区域以外の場所との境界には，他の場

所と区別するため，壁，柵，塀等の保全区域を明らかに

するための設備を設ける設計，又は保全区域である旨を

表示する設計とする。【8条 2】 

 

 保全区域と管理区域以外の場所との境界には，他の場

所と区別するため，壁，柵，塀等の保全区域を明らかに

するための設備を設ける設計，又は保全区域である旨を

表示する設計とする。【8条 2】 

 

・差異なし 

  発電所には，業務上立ち入る者以外の者がみだりに周

辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，塀等

の人の侵入を防止するための設備を設ける設計，又は周

辺監視区域である旨を表示する設計とする（ただし，当

該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場

合は除く）。【8条 3】 

 

 発電所には，業務上立ち入る者以外の者がみだりに周

辺監視区域内に立ち入ることを制限するため，柵，塀等

の人の侵入を防止するための設備を設ける設計，又は周

辺監視区域である旨を表示する設計とする（ただし，当

該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場

合は除く）。【8条 3】 

 

・差異なし 

   管理区域，保全区域及び周辺監視区域における立ち入

りの防止については，保安規定に基づき，その措置を実

施する。【8条 4】 

 

 管理区域，保全区域及び周辺監視区域における立ち入

りの防止については，保安規定に基づき，その措置を実

施する。【8条 4】 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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  6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止 6.2 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止  

  発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するた

めの区域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防止で

きる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区

画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び

出入管理を行うことができる設計とする。【9条 1】 

 

 発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するた

めの区域を設定し，その区域を人の容易な侵入を防止で

きる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区

画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び

出入管理を行うことができる設計とする。【9条 1】 

 

・差異なし 

  また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視する

とともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通信連

絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された

区域内においても，施錠管理により，発電用原子炉施設

及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装

置の操作に係る情報システムへの不法な接近を防止す

る設計とする。【9条 2】 

 

 また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視する

とともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通信連

絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された

区域内においても，施錠管理により，発電用原子炉施設

及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装

置の操作に係る情報システムへの不法な接近を防止す

る設計とする。【9条 2】 

 

・差異なし 

  発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷する

おそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外か

らの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止する

ため，持込み点検を行うことができる設計とする。【9条

3】 

 

 発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷する

おそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外か

らの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止する

ため，持込み点検を行うことができる設計とする。【9条

3】 

 

・差異なし 

  不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止す

るため，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護の

ために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム

が，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバー

テロを含む。）を受けることがないように，当該情報シ

ステムに対する外部からのアクセスを遮断する設計と

する。【9条 4】 

 

 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止す

るため，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護の

ために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム

が，電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバー

テロを含む。）を受けることがないように，当該情報シ

ステムに対する外部からのアクセスを遮断する設計と

する。【9条 4】 

 

・差異なし 

  これらの対策については，核物質防護規定に定めて管

理する。【9条 5】 

 

 これらの対策については，核物質防護規定に定めて管

理する。【9条 5】 

 

・差異なし 

 6.3 安全避難通路等 6.3 安全避難通路等  

   発電用原子炉施設には，その位置を明確かつ恒久的に

表示することにより容易に識別できる安全避難通路（「7

号機設備」，「6,7 号機共用，6号機に設置」，「6,7 号機共

用，5号機に設置」（以下同じ。））及び照明用の電源が喪

失した場合においても機能を損なわない避難用照明と

して，蓄電池を内蔵した非常灯（「7号機設備」，「6,7 号

機共用，6号機に設置」，「6,7 号機共用，5号機に設置」

（以下同じ。））及び誘導灯（「7号機設備」，「6,7 号機共

用，6号機に設置」，「6,7 号機共用，5号機に設置」（以

下同じ。））を設置し，安全に避難できる設計とする。【13

条 1】 

 

 発電用原子炉施設には，その位置を明確かつ恒久的に

表示することにより容易に識別できる安全避難通路（「6

号機設備」，「6,7 号機共用」，「6 号機設備，5 号機に設

置」，「7号機設備，6,7 号機共用，6号機に設置」，「7号

機設備，6,7 号機共用，5号機に設置」（以下同じ。））及

び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損な

わない避難用照明として，蓄電池を内蔵した非常灯（「6

号機設備」，「6,7 号機共用」，「7 号機設備，6,7 号機共

用，6号機に設置」，「7号機設備，6,7 号機共用，5号機

に設置」（以下同じ。））及び誘導灯（「6号機設備」，「6,7

号機共用」，「6号機設備，5号機に設置」，「7号機設備，

6,7 号機共用，6号機に設置」，「7号機設備，6,7 号機共

 

・設工認申請号機の違いによる差異 

・設計進捗による差異（6号機設計が進捗したことによ

り適合性を示す設備が確定したため，「6,7 号機共用」

を追記。なお，7号機設工認の適合性には影響はない） 
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提出年月日 2023 年 10 月 10 日 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針） 

先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目 その他）の基本設計方針）－ 39 青字：柏崎刈羽原子力発電所第 6号機と柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との差異 

島根原子力発電所第 2号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

用，5号機に設置」（以下同じ。））を設置し，安全に避難

できる設計とする。【13 条 1】 

 

    設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明と

して，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を

設置する設計とする。【13 条 2】 

 

 設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明と

して，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を

設置する設計とする。【13 条 2】 

 

・差異なし 

  非常用照明は非常用低圧母線，直流非常灯は非常用直

流電源設備に接続し，非常用ディーゼル発電設備からも

電力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照

明は共通用低圧母線等に接続し，内蔵蓄電池を備える設

計とする。【13 条 3】 

 

 非常用照明は非常用低圧母線，直流非常灯は非常用直

流電源設備に接続し，非常用ディーゼル発電設備からも

電力を供給できる設計とするとともに，蓄電池内蔵型照

明は共通用低圧母線等に接続し，内蔵蓄電池を備える設

計とする。【13 条 3】 

 

・差異なし 

  直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源

喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の

供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間，

点灯可能な設計とする。【13 条 4】 

 

 直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源

喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の

供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間，

点灯可能な設計とする。【13 条 4】 

 

・差異なし 

  設計基準事故が発生した場合に用いる可搬型の作業

用照明として，乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）（「6,7

号機共用，5号機及び 7号機に保管」（以下同じ。））を配

備する。【13 条 8】 

 

 設計基準事故が発生した場合に用いる可搬型の作業

用照明として，乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）（「7

号機設備，6,7 号機共用，5号機及び 7号機に保管」（以

下同じ。））を配備する。【13 条 8】 

 

 

・設工認申請号機の違いによる差異 

 

  乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）は全交流動力電源

喪失時に作業場所までの移動に必要な照明を確保でき

るよう内蔵電池を備える設計とし，初動操作に対応する

運転員が常時滞在している中央制御室に配備する。【13

条 5】 

 

 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）は全交流動力電源

喪失時に作業場所までの移動に必要な照明を確保でき

るよう内蔵電池を備える設計とし，初動操作に対応する

運転員が常時滞在している中央制御室に配備する。【13

条 5】 

 

・差異なし 

  乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）は非常用ガス処理

系配管補修時，狭隘箇所の照度を確保できるよう内蔵電

池を備える設計とし，現場復旧要員が持参し，作業開始

前に準備可能なように 5 号機サービス建屋及び大湊高

台宿直棟に配備する。【13 条 6】 

 

 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）は非常用ガス処理

系配管補修時，狭隘箇所の照度を確保できるよう内蔵電

池を備える設計とし，現場復旧要員が持参し，作業開始

前に準備可能なように 5 号機サービス建屋及び大湊高

台宿直棟に配備する。【13 条 6】 

 

・差異なし 

   乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）は夜間の 5号機原

子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備における照

度を確保できるよう内蔵電池を備える設計とし，5号機

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備起動対応

の要員が持参し，作業開始前に準備可能なように 5号機

サービス建屋及び大湊高台宿直棟に配備する。【13 条 7】 

 

 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）は夜間の 5号機原

子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備における照

度を確保できるよう内蔵電池を備える設計とし，5号機

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備起動対応

の要員が持参し，作業開始前に準備可能なように 5号機

サービス建屋及び大湊高台宿直棟に配備する。【13 条 7】 

 

 

 

 

 

・差異なし 
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島根原子力発電所第 2号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所第 6号機 

設工認申請書 基本設計方針（変更後） 
柏崎刈羽原子力発電所第 7号機との比較 

  6.4 放射性物質による汚染の防止 6.4 放射性物質による汚染の防止  

  放射性物質により汚染されるおそれがあって，人が頻

繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れるおそれが

ある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑にし，

放射性物質による汚染を除去し易い設計とする。【41 条

1】 

 放射性物質により汚染されるおそれがあって，人が頻

繁に出入りする管理区域内の床面，人が触れるおそれが

ある高さまでの壁面，手摺，梯子の表面は，平滑にし，

放射性物質による汚染を除去し易い設計とする。【41 条

1】 

・差異なし 

  人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染

を除去する除染設備を施設し，放射性物質を除去できる

設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理設備で

処理する設計とする。【41 条 2】 

 人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染

を除去する除染設備を施設し，放射性物質を除去できる

設計とする。除染設備の排水は，液体廃棄物処理設備で

処理する設計とする。【41 条 2】 

・差異なし 

 7. 設備の共用 7. 設備の共用  

  安全避難通路，非常灯，誘導灯及び乾電池内蔵型照明

（ヘッドライト）は 6号機及び 7号機で共用とするが，

共用とする号機内で同時に避難及び使用するために必

要な仕様を満足する設備とすることで，安全性を損なわ

ない設計とする。【15 条 36】 

 安全避難通路，非常灯，誘導灯及び乾電池内蔵型照明

（ヘッドライト）は 6号機及び 7号機で共用とするが，

共用とする号機内で同時に避難及び使用するために必

要な仕様を満足する設備とすることで，安全性を損なわ

ない設計とする。【15 条 36】 

 

・差異なし 

 


